
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  今吉 次郎   

 

１ 日 時 

   令和４年６月２４日（金） 午後１時３０分から 

                午後４時４６分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

今吉次郎、吉竹悟、鴛海豊、原田孝司、小嶋秀行、戸高賢史、末宗秀雄 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 和田雅晴、企画振興部長 大塚浩 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第５７号議案のうち本委員会関係部分、第５８号議案、第５９号議案、第６０号議案及

び第６１号議案については可決すべきものと、第２号報告のうち本委員会関係部分、第３

号報告及び第４号報告については承認すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

また、請願１７及び請願１８については、いずれも賛成少数をもって不採択とすべきも

のと決定した。 

（２）陳情４３、陳情４５及び陳情４８について質疑を行った。 

（３）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。 

（４）大分県福岡事務所の移転について、大分空港・宇宙港将来ビジョン（素案）について及

び別府総合庁舎建替事業についてなど、執行部から報告を受けた。 

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

（６）県外所管事務調査について検討した。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 



 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主幹（総括） 秋本昇二郞 

   政策調査課政策法務班 主事     阿南香菜子 



総務企画委員会次第 

 

                                       日時：令和４年６月２４日（金）１３：３０～ 

                                        場所：第４委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 企画振興部関係                                    １３：３０～１４：３０ 

（１）付託案件の審査 

第 ５７号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第１号） 

           （本委員会関係部分） 

第  ２号報告 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１４号）について 

           （本委員会関係部分） 

（２）付託外案件の審査 

   陳  情 ４８ 大分県版地方創生の不正問題について 

（３）県内所管事務調査のまとめ 

   ①大分県外国人総合相談センターと市町村との連携について 

（４）諸般の報告 

      ①大分県福岡事務所の移転について 

   ②大分県立総合文化センター及び大分県立美術館の指定管理者更新について 

   ③大分空港・宇宙港将来ビジョン（素案）について 

（５）その他 

 

 

３ 総務部関係                                               １４：３０～１６：２０ 

（１）付託案件の審査 

第 ５７号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第１号） 

           （本委員会関係部分） 

   第 ５８号議案 大分県税条例の一部改正について 

第 ５９号議案 大分県税特別措置条例の一部改正について 

   第 ６０号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 

           （農林水産委員会及び文教警察委員会へ合い議） 

   第 ６１号議案 大分県議会議員及び大分県知事の選挙における選挙運動用自動車の使 

          用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正につい 

          て 

第  ２号報告 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１４号）について 

           （本委員会関係部分） 

第  ３号報告 令和３年度大分県公債管理特別会計補正予算（第３号）について 

   第  ４号報告 大分県税条例等の一部改正について 

請  願 １７ 消費税率５％への引き下げを求める意見書の提出について 

   請  願 １８ 消費税インボイス制度実施の延期や中止を求める意見書の提出につい 

          て 



（２）付託外案件の審査 

   陳  情 ４３ 海の日を７月２０日に固定化することを求める意見書の提出について 

   陳  情 ４５ 対外的情報省の設立を求める意見書の提出について 

（３）県内所管事務調査のまとめ 

（４）諸般の報告 

①指定管理者の更新について 

②公金納付キャッシュレス対応の拡大について 

③別府総合庁舎建替事業について 

（５）その他 

 

 

４ 協議事項                                               １６：２０～１６：３０ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）県外所管事務調査について 

（３）その他 

 

 

５ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

今吉委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。 

 本日は、委員外議員として堤議員に御出席い

ただいています。委員外議員の方が、発言を希

望する場合は、委員の質疑の終了後に挙手し、

私から指名を受けた後、長時間にわたらないよ

う要点を簡潔に発言願います。 

 なお、本日の委員会でも資料はタブレットを

利用して説明いただきますが、今回から委員も

執行部もサイドブックスという資料共有ソフト

を利用します。紙資料も用意していますが、で

きるだけタブレットを御利用いただきたいと思

います。執行部の皆さんも、不慣れな点がある

と思いますが御協力をお願いします。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案５件、報告３件、請願２件です。 

また、付託外案件として陳情が３件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

企画振興部関係の審査に入ります。 

 まず、第５７号議案令和４年度大分県一般会

計補正予算（第１号）のうち、企画振興部関係

部分について執行部の説明を求めます。 

大塚企画振興部長 それでは、第５７号議案令

和４年度大分県一般会計補正予算（第１号）の

うち、企画振興部関係について御説明します。 

 資料の２ページをお開きください。 

左から３列目補正額（Ｂ）の一番下、合計欄

にあるとおり、今回２億３６万８千円の増額を

お願いするものです。 

 その左隣の既決予算額（Ａ）９９億９，８６

６万６千円と合わせると、一番右下にある補正

後予算額（Ａ）＋（Ｂ）は１０１億９，９０３ 

万４千円となります。 

 今回の補正予算案の内容ですが、ウクライナ

から避難された方に対する支援のほか、燃料高

騰により厳しい経営状況にある地域公共交通の

運行継続支援や燃料サーチャージ制度の理解と

導入の促進を図るために、貨物自動車運送業の

取引環境の実態調査を実施するものです。 

 各事業の詳細については、担当課長から説明

します。 

三股国際政策課長 ３ページをお開きください。 

ウクライナ避難民緊急支援事業８００万円です。 

これは、ウクライナから県内に避難された方

の生活を支援するため、県、受入市町村及び関

係団体で組織したウクライナ避難民支援協議会

に、ふるさと納税制度を活用し、多くの方に賛

同いただいた寄附金を拠出するものです。 

 避難民の状況です。全国では６月８日時点で

１，２４３人、大分県内では現在、日田市と別

府市の２市に、合わせて９世帯２４人が戦火を

逃れ避難しています。受入直後から支援活動を

行うＮＰＯ法人や両市をはじめとした多くの皆

様と連携して、県内で安心して暮らせるよう生

活支援、日本語教育、就学や就労など多面的な

サポートを行っています。その一方で、ウクラ

イナ国内での戦闘は今なお継続しており、避難

の長期化や避難民のさらなる増加が懸念されて

います。 

 そこで、 避難している皆さんを支援するため、

４月１１日から６０日間にわたり、ふるさと納

税を活用したクラウドファンディングを募集し

ました。寄附金額は６月１０日の締切時点で目

標額の５００万を超える７７２万３千円となっ

ています。 

 募集期間の終了後も問合せが続いており、寄

附の申出があれば、引き続き受け入れていきた

いと考えています。 

 寄附金の具体的な配分ですが、避難されてい

る皆さんの状況を踏まえて、協議会において決

定することとなりますが、各個人への応援金の

支給やＮＰＯ法人等の支援団体が行う活動への

助成などに配分する予定となっています。 

遠藤交通政策課長 資料４ページをお開きくだ

さい。地域公共交通燃料高騰緊急支援事業１億

７，９９１万６千円です。 

これは、新型コロナウイルス感染症の影響に

加え、燃料価格高騰により厳しい経営状況にあ
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る地域公共交通事業者の事業継続を支援するた

め、乗合バス及びタクシーの各事業者に対し、

各燃料費の県内市場価格と過去３年平均の差額

に対して費用の一部を助成するものです。 

 具体的な内容については、資料の燃料費助成

の表を御覧ください。まず、乗合バスは軽油車

を対象に使用した軽油１リットル当たり２０円

を上限に、タクシーはＬＰガス車を対象に使用

したＬＰガス１リットル当たり１０円を上限。

ガソリン車は１リットル当たり２０円を上限。

軽油車の場合は乗合バスと同様に１リットル当

たり２０円を上限で助成するものです。 

 なお、補助対象期間は令和４年４月１日から

９月３０日としています。県としては、地域公

共交通事業者への事業継続支援を通じて、地域

公共交通の維持、確保に努めます。 

 次に、資料５ページをお開きください。貨物

自動車運送業取引環境緊急調査事業１，２４５

万２千円です。 

これは、燃料価格が高騰する中、県内の物流

取引の適正化に向け、製造業や卸売業といった

荷主８００社と貨物自動車運送事業者２００社

に対して取引環境の実態調査等を行い、現状の

課題を洗い出し、燃料サーチャージの理解と導

入の促進を図るものです。 

 事業概要と取組スケジュールについて説明し

ます。資料の中段左の①を御覧ください。 

 まずは、県において７月から８月にかけて荷

主やトラック協会員に対するアンケート調査を

実施し、燃料価格高騰を受けた運賃の見直し状

況等を把握します。調査結果はトラック協会等

と共有し、様々な取組に活用していきます。 

 その一つとして、 資料左下②を御覧ください。

県の運輸事業振興助成補助金を活用して、トラ

ック協会が実施している研修会や啓発活動の強

化を図り、協会員に対する適正運賃契約への見

直しに向けた機運醸成を図ります。 

 また、③にあるとおり県としても価格転嫁の

働きかけ強化の取組として、８月９月の価格交

渉促進月間において、県内６会場で価格交渉促

進セミナーを開催し、荷主等に対して価格転嫁

への理解と協力を促します。 

 そして④にあるとおり、こうした取組を実施

した上で、最後にフォローアップとして調査を

行った荷主等に対して、 再度アンケートを行い、

取組の成果や課題を分析し、以後の対策につな

げたいと考えています。 

 県としては、 これらの取組を総合的に実施し、

燃料サーチャージ制度の理解と導入を促進して

いきます。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

末宗委員 まず３ページ、ウクライナ避難民緊

急支援事業で８００万円ほど出しているんだけ

ど、日本は武器も何も送れず、援助するわけで

もないんだけど、避難民２４人で８００万円と

は何か安い気がしてね。１人５０万円ぐらい出

せばいいのにと感じるんだけどね。就職とかす

る前に、まずは生活支援としてね。こういうケ

チな予算を付ける理由をちょっと教えてもらい

たい。 

三股国際政策課長 県としても人道的支援の必

要性があり寄附を募った状況で、政府が国で受

入れをした避難民の方の経済的支援等を行う。

あわせて、日本財団が国で受け入れた方以外、

身元引受けがいる方――大分県に避難されてい

る方と同じ状態の方ですが、こういう方に対し

ても総額５０億円の支援を行うことを表明して

います。 

受入先の別府市、日田市の両市においても寄

附を募り、別府市では現在１千万円を越える寄

附が、日田市でも６００万円を越える寄附が寄

せられている状況なので、そういったものをあ

わせて総合的に支援を行っていきたいと考えて

います。 

末宗委員 質問の趣旨は、何で小さくてケチ臭

いような予算にするんかと聞いたわけや。別府

市も日田市もあるだろうけど、別府市、日田市

とは別に、県は県の考えでいくらか援助できる

はずなんだから、そこら辺の意思はなかったか

を聞きよんのや。 

三股国際政策課長 まずは人道的支援に共感い

ただいた皆様の寄附を充当した事業を実施する
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ことを考えています。 

末宗委員 まあ、今後頑張ってくれ。 

 それともう一つ、５ページの貨物自動車運送

業取引環境緊急調査事業で、これはトラック協

会のことじゃないかなと僕は思ったんだけど、

トラック協会はいろいろ不祥事をたくさん起こ

してね、 補助金もいっぱいやっているんだけど、

今現在のトラック協会の状況はどうだろうかな

と思って、ちょっと聞きたいんだけど。 

遠藤交通政策課長 過去にいろいろありました

けれども、現在トラック協会についてはしっか

りと適切に業務を行っているものと認識してい

ます。我々も毎年、運輸事業振興助成補助金と

いう形で支援しており、組合員に対する教育や

啓発、また環境対策、安全対策等しっかりとル

ールにのっとって事業しているものと認識して

います。 

末宗委員 適切と言うけど、この予算自体が僕

は適切だと思ってないんよ。選挙で作った予算

やからね。これは元々が、自民党が選挙のとき

に票が欲しくてトラック協会にやった予算なん

や。それが適切に運営されているかどうかと言

われても納得はできないんだけど、そこら辺は

どう認識しているんかね。 

遠藤交通政策課長 今回の貨物自動車運送業取

引環境緊急調査事業については、コロナ対策と

して実施する…… 

末宗委員 いや、今回じゃない。トラック協会

のことを聞いている。 

今吉委員長 通常の予算。 

末宗委員 そうそう。トラック協会自体が、そ

ういう今…… 

今吉委員長 ５ページの予算じゃなくてという

ことですか。 

末宗委員 予算もその中にまた出てくるんだろ

うけど。 

今吉委員長 これとは別の予算のことですよね。 

末宗委員 そうそう。県の予算で別個に直接。

確か毎年、県に１億５、６千万円が国から来て 

やりよるはずなんじゃ。それにプラスして、ま

たこれなんよ。 

遠藤交通政策課長 これまでトラック運送業に

対して支援しているのは、さきほど申し上げた

運輸事業振興助成補助金という形で、軽油引取

税の３２円分を、委員御指摘のとおり毎年約１

億６千万円程度支援しています。（「そうよね」

と言う者あり）これについては、日々のドライ

バーの安全教育又は環境対策等で適切にルール

にのっとって使っています。それらについては

我々も毎年度、トラック協会から事業報告も受

けて、しっかりとチェックもしており、何ら問

題はないものと認識をしています。 

今吉委員長 末宗委員、いいですか。（「まあ 

よかろう」と言う者あり） 

ほかにありませんか。 

原田委員 ウクライナ避難民緊急支援事業です

けど、実は私の家の近くにある市営住宅に入ら

れていて、時々お顔を見るので頑張ってほしい

なと思いますが、今のところ生活支援のお金に

なるんでしょうけど、これから自立していくた

めにはやっぱり就労とかが必要になってくると

思います。 

 資料を見ると、既に数人が就労を開始されて

いるとありますが、これから自立するための就

労支援というか、その辺はどう考えているのか

をぜひ聞かせてください。 

三股国際政策課長 御指摘のとおりだと思いま

す。現在就労している方については、日本語が

ある程度話せる方となっています。 

 やはり日本で仕事をしていくとなると、コミ

ュニケーションの問題があるので、日本語をま

ず修得していただくこと、日本語教育なども書

いていますが、日本語の修得に今努めていただ

いています。あわせて心理的なケア、心が落ち

着いて、日本語を修得して、それから就業の働

きかけをする流れになっていくと思っています。 

原田委員 頑張ってねと言ったら、よろしくね

と言われたので、結構通じていると思ったわけ

です。そういった地域の住民の方を含めて、や

っぱり支援の気持ちを大切にして、これから頑

張ってほしいなと思いました。 

小嶋委員 関連ですけど、今の２４人のほかに

日田や別府、そのほかの自治体で把握している

数が可能性としてあるのかどうかだけ教えてく
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ださい。 

三股国際政策課長 可能性としてはまだありま

す。今、別府で支援していただいているＮＰＯ

法人のＢｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄですが、

こちらにいくつか問合せが来ているとの話もあ

りますし、 国が受け入れた身元引受けのない方、

この方については地方公共団体や企業、支援を

表明しているところに引き継ぐ流れがあるので、

そこでマッチングがあって、県内で受入れを表

明している市に避難民の方が入る可能性もあり

ます。 

今吉委員長 ちょっと関連ですけど、このウク

ライナの避難民は、落ち着くまでずっと受け入

れることになるんですか。 

三股国際政策課長 そうなると思います。今の

ところ特定滞在という状態で、１年間の有効ビ

ザになっているので、引き続き１年を超えて、

このままとどまることになれば、ビザを更新し

ていくことになると思います。 

今吉委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで質

疑を終わります。 

 なお、本案の採決は、総務部関係の審査の際

に一括して行います。 

 次に、第２号報告令和３年度大分県一般会計

補正予算（第１４号）についてのうち、企画振

興部関係部分について執行部の説明を求めます。 

藤川おおいた創生推進課長 令和３年度の補正

予算の専決について説明します。資料６ページ

をお開きください。 

 既に配付している令和３年度補正予算に関す

る説明書の４４ページと同じものを掲載してい

ます。赤い四角囲みの部分を御覧ください。地

域活力づくり総合補助金の減額６，２１２万７

千円です。 

 これは、主に新型コロナウイルス感染症の影

響により、既に採択していた事業が補助事業者

から取り下げられたことや、相談のあった案件

が翌年度に先送りされたことなどにより、補助

金の不用額が発生したものです。 

 総合補助金については、新型コロナウイルス

感染症の収束を見越して社会経済、地域社会の

再活性化を強力に後押しするため、第１回定例

会で議決いただいた補正予算においても予算を

確保していましたが、第６波の影響が長引いた

ことにより、想定より多くの事業が実施できず

不用額がさらに発生したため、最終専決で減額

補正するものです。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで質

疑を終わります。 

 なお、本報告の採決は総務部関係の審査の際

に一括して行います。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、付託外案件の審査に入ります。議長か

ら回付されている陳情１件について、執行部の

意見を求めます。 

藤川おおいた創生推進課長 資料の７ページを

お開きください。  

 本陳情は、資料の左に記載している４点につ

いて県民への説明責任を果たすことを求めるも

のです。１点目は１期、２期全ての大分県版地

方創生の検証と総括についてです。２点目は県

議会議員の皆様に対して、自らの選挙区におけ

る各市町村が策定した総合戦略が、まち・ひと 

・しごと創生法等の３種の神器に準拠している

かについて検証報告を求めるものです。３点目

は大分県版地方創生に協力している事業者の公

表についてです。４点目は地方創生関連交付金

を活用した事業終了後の県民への結果報告につ

いてです。 

 当課に関係する１点目と３点目及び４点目に

ついて説明します。 

 １点目の１期、２期全ての大分県版地方創生

の検証と総括についてですが、地方創生関連事

業のみならず県の実施する各事業については、
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長期総合計画の推進にあたる安心・活力・発展

プラン２０１５推進委員会において説明を行っ

ており、また県議会に対しても、主要な施策の

成果を用いて説明を行うなど、毎年度検証と総

括を実施しています。また、会議の概要や説明

資料については、県庁ホームページで公開して

います。 

 ３点目の大分県版地方創生に協力している事

業者の公表についてですが、まち・ひと・しご

と創生法第５条に定められた、事業者の協力は

努力規定であり、義務ではありません。県に対

しても、そうした事業者を把握する義務、公表

する義務ともに課されておらず、ガイドライン

等でも求められていません。 

 なお、地方創生に主体的に取り組んでいる事

業者が、自らのホームページ等で取組内容を公

表している場合もあるので、そういった事例を

確認いただきたいと考えています。 

 以上の１点目、３点目については、本年第１

回定例会において同内容の陳情が提出されてお

り、本委員会で説明していることを申し添えま

す。 

 最後に４点目です。地方創生交付金を活用し

た事業終了後の県民への結果報告についてです

が、本県は地方創生交付金の活用や事業終了の

いかんにかかわらず、主要な事業については、

毎年事業の効果検証を行い、事務事業評価の公

表を通じて県民への説明責任を果たしています。 

今吉委員長 この陳情について、委員の皆様か

ら質疑や意見等はありませんか。 

末宗委員 なんやったかな。これは陳情だから

大したことはないんだろうけど、３月の議会の

時かな、豊後大野市かどこかで、まち・ひと・ 

しごとの監査請求が出ていて、お金を戻してい

るんだけど、そのときに個人情報があるから議

会に教えられんと執行部が言うたんよ。 

 そしたら新聞とかには教えてね――教えたん

か教えんのか、新聞社が嗅ぎつけたんか分から

んけど、 議会のチェック機能が果たせないんや。

豊後大野かどこかでお金を返しているよ。個人

情報か何かに引っかけてね、行政の都合の悪い

部分は個人情報で隠して、当たり障りのない部

分だけ公表するんよね、そこら辺の見解を。ち

ょうどこの問題が、まち・ひと・しごとと書い

ているから、ちょっと教えていただきたい。 

藤川おおいた創生推進課長 お尋ねの部分がど

の件かはっきり分からないんですけど、（「大

野、大野」と言う者あり）先日、補助金の返還を

してもらった事例があって、それは、まち・ひ

と・しごとではなくて、さきほど補正予算で説

明した地域活力づくり総合補助金に関連するも

のなんですけど、それが大野町というか豊後大

野市の市民団体が行った事業が、県と市に補助

金を二重に請求していて、それを返還してもら

う事例がありましたが、それについて議会で尋

ねられた記憶はありません。その事が判明した

のが３月の終わりくらいですので、議会開会中

ではなかったと思うのですが。（「それは総務 

部で」、「馬鹿らしいことを言うな。議運で言 

うたのに」と言う者あり） 

末宗委員 議運で監査請求が出たというから、

監査請求の中身を教えろと、誰が出したのかと

聞いたら教えられんと言うたんよ。 

藤川おおいた創生推進課長 すみません。私は

議会運営委員会に出ていないので分からないで

す。それは執行部がそうお答えしたんですか。

（「そらそうじゃ」と言う者あり）監査委員事

務局とかではなくて…… 

末宗委員 そらそうよ。代表監査委員の長谷尾

君も来て僕に言ったよ。 

今吉委員長 末宗委員、それはまた確認しても

らうしかないんじゃないですかね。ここでは回

答が出ないし。 

末宗委員 まあ、それはそれでいいや。 

今吉委員長 執行部に確認して、また報告して

ください。（「それでいいけど」、「はい」と 

言う者あり） 

 ほかに委員の方はいいですかね。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 では、委員外議員の方は。 

堤委員外議員 今日も陳情者が来られて傍聴し

ているんだけれども、確かに陳情者はずっと毎

議会ごとにこういう中身の陳情を出しているん

だよね。説明責任を果たしてほしいと。執行部
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とすれば、説明責任を果たしている認識でいい

のかどうかを一つ確認したいのと、多分何回も

彼とは話合いをしていると思うんだけれども、

一番彼が疑問に思っているところ、何が一番ネ

ックとなっていて、こういう形で陳情が出るの

かをつかんでいれば教えてください。 

藤川おおいた創生推進課長 説明責任について

は、さきほどの説明の中で触れましたけど、プ

ラン推進委員会とか、あるいは議会に対しても

主要な施策の成果、あるいは県民に対しても事

務事業評価等で事業の検証、総括、評価を行っ

ているので、それで十分説明責任は果たしてい

るのではないかと考えています。 

 陳情者の主な論点と言うか、 主張については、

そもそも大分県の地方創生の進め方が、総合戦

略なり人口ビジョンなりを作って進めているん

ですけど、その総合戦略の作り方自体がおかし

いんだと。なので、全てそれ以降の分、総合戦

略にのっとって行う地方創生の事業そのものが

駄目だと主張されていると理解していますが、

創生総合戦略の策定については、これは国にも

確認して、大分県の作成の仕方で全然問題ない

と答えをいただいていて、そういう説明は差し

上げているんですけど、なかなか御理解をいた

だけない状況です。 

堤委員外議員 分かりました。ああいう形で来

られて、本当に真面目といえば真面目なんだろ

うね。ぜひそこら辺は、常に話合いをしている

んだろうけれども、やはり法律上に基づいてこ

うだと。また国の言い分ではなくて、県として

はこう考えているんだとよく議論して――大変

だけれども、説明してほしいと思いますから、

これからも対応をきちんとしてあげてください。 

今吉委員長 ほかにないので、以上で付託外案

件の審査を終わります。 

 次に、 県内所管事務調査のまとめを行います。

執行部の説明を求めます。 

三股国際政策課長 委員の皆様には、本年度の

県内所管事務調査において当部の所管事務に対

し、貴重な御意見や御指導を賜り、誠にありが

とうございました。 

 本日は、いただいた御意見のうち大分県外国

人総合相談センターと市町村との連携について

説明します。 資料の８ページをお開きください。 

 まず資料の左側ですが、県が運営する大分県

外国人総合相談センターについて説明します。 

 大分県外国人総合相談センターは、令和元年

６月２７日にｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター

のおおいた国際交流プラザ内に開設しました。

運営は、公益財団法人大分県芸術文化スポーツ

振興財団に委託して行っています。英語、中国

語、韓国語、タイ語、ベトナム語等の２２言語

にわたり職員やコールセンターを通じて対応が

可能です。 

 ２の事業内容ですが、県内全ての在住外国人

やその家族、知人等からの相談対応や外国人相

談業務に関する研修等を実施しています。 

３の相談方法ですが、窓口、電話、メールで

相談対応を行っており、センター職員が対応す

るほか、必要に応じて国、市町村などの関係機

関と連携しています。また、専門的な内容の案

件については、行政書士等の専門家が相談対応

を行っています。 

 次に、４の相談状況について説明します。 

 相談実績についてですが、開設当初の令和元

年度は２６２件でしたが、令和２年度は４７６

件、令和３年度は５０２件で年々増加していま

す。 

 主な相談内容ですが、令和３年度実績では入

管手続に関する相談が最も多く１５５件となっ

ており、次いで雇用労働関係が７２件、結婚や

離婚等の身分関係に関するものが４６件などと

なっています。 

 次に、市町村の状況について説明します。 

 資料の右上ですが、今回調査いただいた宇佐

市外国人総合相談センターですが、令和３年６

月に地域で増加する外国人住民の身近な相談窓

口、交流の場となることを目的に開設されてい

ます。 

 その他の市町村については、国際交流担当課

で主に英語、中国語、韓国語の通訳対応を行っ

ています。その他の言語については、通訳アプ

リを利用して対応している状況です。 

 次に、市町村との連携について説明します。 
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 大分県外国人総合相談センターでは、外国人

住民を居住者として日常的に対応している市町

村職員を対象に研修を実施し、相談スキルアッ

プ等の人材育成を支援しています。 

 また、市町村では対応が困難な専門的な相談

については、県総合相談センターで引継ぎをし

て、専門家に協力をいただきながら対応してい

ます。加えて、市町村相談センターの運営や新

設等の支援を行うなど緊密な連携を図り、外国

人住民の住みよい環境づくりに努めています。 

 最後に、インバウンド客等への対応について

です。 

 インバウンド客等の短期の来県者の相談等に

対応するため、平成２８年７月に施設向けのお

んせん県おおいた多言語コールセンターを設置

しています。宿泊施設、観光施設、交通施設に

加えて、平成３０年から医療機関も対象に２４

時間対応で電話による無料通訳サービスを提供

しています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、これで県内

所管事務調査のまとめを終わります。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。それでは、①から③までを一括

して説明願います。 

石井政策企画課長 続いて、大分県福岡事務所

の移転について報告します。資料の９ページを

御覧ください。 

 福岡事務所の移転については、今年３月の予

算特別委員会において説明したとおり、現在の

入居ビルが老朽化により取り壊されることから、

移転先を交流拠点施設ｄｏｔ．（ドット）周辺

エリアに対象を絞り検討していました。 

 このたび、ｄｏｔ．と同じく大名１丁目にあ

る７階建てのオフィスビルの３階の一室を確保

しました。お手元資料の地図を御覧ください。 

 移転先となる天神ＭＩＥＺビルは、赤色のマ

ルの位置にあります。その直ぐ隣にある緑色の

マルがｄｏｔ．なので、現在の福岡事務所であ

る青色のマルと比べると距離がかなり近くなり

ます。 

 面積は現事務所と比べて狭くなりますが、ｄ

ｏｔ．との距離が７０メートル、徒歩１分と近

接していることから、ｄｏｔ．の会議室を活用

するなど一体的で効率的な運用ができることに

加え、ペーパーレス化による書庫の削減などに

より、十分な執務スペースを確保します。 

 なお、賃料については左下の表の②、新福岡

事務所の欄にあるとおり、月額３８万７千円、

年額で４６３万９千円となり、現事務所と比べ

ると年間で１３２万円ほど安くなります。今後

７月に賃貸借契約を行い、内装工事や配線工事

等を行った後、年内に移転したいと考えていま

す。 

 今回の移転により、ｄｏｔ．と緊密に連携し

移住や定住、学生の県内就職など一層の促進を

図ります。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 資料の１０ペ

ージを御覧ください。当課が所管している指定

管理者の更新について説明します。 

 まず、今回更新となる二つの施設の概要につ

いて説明します。一つ目が大分県立総合文化セ

ンターです。設置は平成１０年８月で、主要施

設はグランシアタ及び音の泉ホールです。 なお、

この２ホールについては、吊り天井の改修工事

に伴い令和５年４月から令和６年５月まで利用

を休止することとしています。ホール以外のそ

の他の練習室や会議室、アトリウムプラザ等は

通常どおり利用可能です。 

 次に、１１ページを御覧ください。大分県立

美術館の概要です。 

 設置は平成２７年４月で、展示室や研修室の

ほか、カフェや駐車場を併設しています。以上

の２施設の指定管理の指定期間が今年度末に終

了するため、指定管理者の更新を今回行うもの

です。 

 １２ページを御覧ください。 

 １更新施設は、大分県立総合文化センター及
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び大分県立美術館であり、現在公益財団法人大

分県芸術文化スポーツ振興財団が指定管理者と

なっています。今回の選定方法については表の

右に記載していますが、任意指定とし指定期間

は令和５年４月から令和１０年３月までの５年

間としています。 

 選定の単位については２にあるとおり、両施

設を一体的に選定することによって、効率的で

効果的な運営を図っていくこととしています。 

 任意指定の理由ですが、３の理由欄に記載し

ているとおり、大分県芸術文化ゾーン創造委員

会の答申を踏まえ、県と十分な連携が取れ、指

定管理者としての実績があり、評価部会でも高

評価を受けている大分県芸術文化スポーツ振興

財団を引き続き任意指定とすることが妥当と考

えています。 

 次に、４目標指標等については従来の目標値

を踏襲し、大分県立総合文化センターでは年間

のホール利用率８７．０％を、大分県立美術館

は年間来館者数５０万人としています。これら

の目標値に加えて、今回新たに両施設とも来場

者満足度及び施設利用者満足度について、それ

ぞれ９０％という目標を追加していきたいと考

えています。 

遠藤交通政策課長 大分空港・宇宙港将来ビジ

ョン（素案）について説明します。資料の１３

ページをお開きください。 

 大分空港・宇宙港将来ビジョン策定の趣旨で

すが、資料上にもあるように、大分空港は本県

唯一の空の玄関口であり、地域発展に欠かすこ

とのできない重要な交通基盤です。 

 そこで県では、現在アジア初の水平型宇宙港

の実現や国内唯一となるホーバークラフトの導

入、コンセッション方式の導入検討など、精力

的に様々な取組を進めています。こうした大分

県独自の魅力やポテンシャルを最大限にいかし

ながら、国内外から多くの人を呼び込み、本県

の地方創生を加速させるためには、大分空港の

目指すべき将来像を明確にし、その実現に向け

た取組を官民一体となって戦略的に推し進める

必要があると考えています。 

 そこで、県内行政機関と航空会社、二次交通

事業者、経済団体、観光団体などからなる大分

空港利用促進期成会内に、学識経験者を加えた

大分空港・宇宙港将来ビジョン検討部会を昨年

１０月に立ち上げ、 様々な観点から議論を重ね、

本年５月に期成会としてのビジョン案を取りま

とめました。検討部会では参加いただいた３４

名の委員から１００を超える意見をいただき、

その全てを一つも余すことなく取り入れる形で

ビジョンの整理をしました。 

 その後、今月１６日の期成会総会において当

該ビジョン案が承認され、期成会から県に対し

てビジョンの策定を求める提言がありました。

これを受け、大分県として大分空港・宇宙港将

来ビジョンの素案を取りまとめたところです。 

 ビジョン素案では、大分空港が目指すべき将

来像を「ドリームポートおおいた」の実現―― 

陸・海・空そして宇宙につながる唯一無二の空

港へとし、 あわせて右上に記載しているとおり、

乗降客数の目標を設定しています。ビジョン策

定から１０年後の短中期目標として約２６０万

人、約３０年後の長期目標は参考値となります

が、約３２０万人を目指すこととしています。 

 また、資料の中ほどに４色で色分けしていま

すが、目指すべき将来像の実現に向け、左から

順に航空ネットワークの拡充、アジアと宇宙を

つなぐ宇宙港の実現、空港アクセスの充実、空

港機能の拡充及び魅力向上という、四つの施策

展開の方向性を定めています。加えて、これら

の取組を推進するためには戦略的な空港運営体

制の構築が必要であるとしており、一体的で戦

略的な空港運営の手法の一つとして、民間の資

金とノウハウを活用することができるコンセッ

ション方式の導入についても検討を進めること

としています。 

 今後については、この素案に対するパブリッ

クコメント等を行い、幅広く県民の皆様から意

見を伺った上で成案に仕上げたいと思っていま

す。また総務企画委員をはじめ、議員の皆様か

らも御意見、御指導を賜りたいと思っているの

で、どうぞよろしくお願いします。 

今吉委員長 ただいまの報告について、委員の

皆様から質疑などはありませんか。 
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末宗委員 二つほどあるけど、福岡事務所が１

点で、僕は福岡事務所に行ったことがないんじ

ゃないかなと。３月議会で説明したと言ったけ

ど、僕はその時は総務委員会じゃないからね、

その点は御了承いただきたいんだけど。場所は

当然どこでもいいんだけど、要するに機能をと

にかく充実して、さきほど言ったのは、就職の

ことをちらっと言うたんかね。就職よりも経済

が回るように、商品とか農産物とかその辺を。

福岡は一番近いからね、そういう面で活用が本

当にできるように宣伝効果等を含めてお願いし

たい。 

 次が宇宙港と言うたよね。宇宙港は悪いこと

はなかろうけど、この前僕が気になったのは、

教育委員会がここに書いている理数教育や何と

かの推進とか、 これは何て読むんか知らんけど、

要するに国東高校に宇宙学科のようなのを設け

るという話や。国東高校にそんなのを設けて意

味があるんかと思うてね。上野丘高校に設けて

も全く意味がないんじゃないかと僕は思ってい

るんだけど。まあ、知事に迎合して、知事の御

機嫌取りだけならいいんよ、僕は文句を言わん

のやけど、税金がうんと使われるからね。山ほ

ど使われるから、そういうのでちょっと苦言を

呈したいんだけど。 

 国東高校にそういう学科を設けて、全く意味

がないと思うよ。東大の理工学部でも意味があ

るかという話やからね、この問題は。そこら辺

を踏まえてお願いしたい。 

石井政策企画課長 予算については、３月の予

算特別委員会で説明して、この移転に関する予

算を認めいただいています。 

 それから、委員からお話のあった福岡事務所

の機能と言うか、やっている活動についてです

が、福岡事務所には主に三つあって、一つはＵ

ＩＪターンの促進といった面、それからもう一

つは観光誘客、福岡県の皆さんに大分県に来て

いただく、そういった情報発信の面。それから

さきほど委員からも話があった県産品の販路拡

大と主に三つの活動をやっています。 

特に県産品の販路拡大では、イオン九州ある

いは岩田屋などで、大分フェアなど販売促進も

しっかり行っていますし、農業の改良普及員を

職員として配置しているので、 福岡市場の状況、

また情報の収集も行っており、県産品あるいは

農産品といった販路拡大も重要な位置付けとい

うことで福岡事務所で取り組んでいます。 

遠藤交通政策課長 宇宙港の実現については、

現在、大分空港をアジアの宇宙港打ち上げの拠

点とするプロジェクトを進めており、宇宙港は

非常に裾野の広い事業だと思っています。新た

な宇宙ビジネスの創出とか、宇宙関連企業の誘

致といったもので大きな効果があると我々は期

待しています。 

 一方、教育ということで私から申し上げられ

るところは少し限定されるのかもしれませんけ

れども、どうしても宇宙人材が不足しているこ

とがこれからの大きな課題としており、高校、

大学、社会人を含めて、宇宙に関連するあらゆ

る教育の機会を提供して、人材を育てていくこ

とも非常に重要な視点だと思っています。 

 引き続き宇宙港の実現に向けては、本当に様 

々な観点から横断的に取組を進めていく必要が

あると思っており、このビジョンに基づいて官

民一体で進めていきたいと思っています。 

末宗委員 宇宙人材は有意義だというような言

い方をしたんだけど、これは限られた税金を使

うわけや。そして、恐らく学科の編制までする

問題で、 本当にそれが今大分県に必要と思って

――まあ税金だからあんたたちは好き勝手に使

うんだけど、自分の金やったら使わんと思うん

よ。そういう真剣さが一つも無くてね、宇宙港

が来るけん、知事が宣伝しよるけん、さあ、そ

んなら御機嫌取りにやろうかという気分なんか

知らんけど、そう見えるんや。そんなつまらん

金は使わんように進言するように持っていって

もらいたいんよ。まあ、よろしく。 

今吉委員長 もういいですね。（「いや、答え 

てもらわな」と言う者あり） 

遠藤交通政策課長 教育委員会もしっかりとそ

こは考えてやっている、それは当然のことだと

私は思っているので、引き続きしっかりと効果

的な事業が何かということは連携しながら進め

ていきたいと思っています。 
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今吉委員長 地元の人材を教育していくのも大

事だと思います。ぜひ頑張ってください。ほか

にありませんか。 

原田委員 私は答えやすい質問をします。 

 先日、県民クラブで国土交通省に行って、い

わゆるコンセッション方式について伺ってきた

んです。大分空港は県庁所在地からかなり離れ

ているという不利な点はありますけど、それを

逆の発想で宇宙港として活用していく考え方は

すごいなと思っています。 

 話を戻しますけど、コンセッション方式をど

うお考えですかとこちらから聞いたら、国土交

通省の方は、大分空港は潜在的可能性は高いで

すねと話をされていました。コンセッション方

式は様々な問題もありますけど、これから大分

県としては積極的に進めていくつもりなのか、

それとも民間の合意があれば乗っかっていく考

えなのか、進め方でやっぱり積極的にやるか、

受け身的にやるかで変わってくるのではないか

なと思っているんですよ。 

 今回、遠藤課長が国土交通省にお帰りになっ

て、多分向こうからも大分空港はどうかという

話も出てくるんじゃないかなと思うんですが、 

県としてどうコンセッション方式を進めていく、

または考えていくかについて、いかがお考えで

しょうか。 

遠藤交通政策課長 これからの大分空港の活性

化に向けては、やはりこれまでどおりの進め方

ではなく、官民一体となって、そして民間の資

金とノウハウを使っていくことが非常に重要だ

と我々も考えています。そういう意味で、令和

２年に、まず国にコンセッションの導入可能性

があるのか調査をお願いしています。 

 さきほど委員からお話のあったとおり、大分

空港は非常にポテンシャルが高いという評価も

いただいており、導入可能性は十分あると認識

をしています。 

 ただ、大分空港の運営の在り方を大きく変え

ていく大きな判断だと思っているので、そこは

しっかりと関係者、経済界も含めて、皆さんの

意見を聞きながら進めていくことが大事だと思

っており、このビジョンでも引き続きコンセッ

ションについては幅広く、やはり皆さんから意

見を聞きながら、最も有効な手法だということ

であれば、我々としては導入をしっかり考えて

いきたいと考えているので、引き続きそこは皆

さんの御理解と、機運を高めていくことをやっ

ていきたいと思っています。（「はい、分かり 

ました」と言う者あり） 

小嶋委員 今、話のあったコンセッション方式

の関係、私も前に伺ったことがあります。ただ

私もそういう方向性については認めるところで

はあるんですが、既に導入したところでは参加

の民間企業で非常に苦戦しているところもある

という話もよく聞くので、ここは十分研究して

いただいた上で、県民の合意が得られるような

方向で、ぜひ取組を進めていただきたい。 

 これはお願いでいいんですけど、空港の将来

ビジョンですね、この話が出るたび、私が一番

気になるのは、空港に対するアクセスですね。

今道路の拡幅をやっているし、将来的には空港

道路を高規格道路か何かにきちんと位置付けた

形での高速化も必要だと思うのと、あとホーバ

ークラフトができるので、ホーバークラフトの

活用は当然のことになりますが、ホーバークラ

フトの起点が大分県側にあって、福岡県近辺か

ら空港に関係した業務に来る場合は、やっぱり

ずっと高速道路か立派な道路を通らなければな

らないことになるわけですね。ですから、そう

いういろんな方面から来る人たちに対する空港

へのアクセスを。 大分や別府からだけではなく、

発着点と言いますか、出発するところがいろい

ろあると思うので、この辺の多角的な空港への

アクセスの充実が求められるんじゃないかなと

私は思っています。 

 極端な話ですけど、この前、大分市で第２国

土軸で大分に橋をかけようとか、四国からトン

ネルを掘ろうとか、四国からトンネルを掘った

場合に大分の終点がどこになるのか――細かく

は知りませんけれども、恐らくいろんな道路と

つながるでしょうけど、もう直接空港につなぐ

ようなトンネルの掘り方も一つの方法じゃない

かと。そうすると、関西方面から直接空港に入

って、空港道路ももっと高規格になっていいも
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のができるんじゃないかと発想したことがある

んですけど、これは恐らく難しいと思います。

それだけに、私は空港へのアクセスはＪＲ、線

路の導入を含めて、将来的には検討していく必

要があるんじゃないかなと。 

 宇宙空港化して頻繁にいろんな人が来る場合、

本当にある意味フリーアクセスになるぐらいの

自由度が高いアクセスがないと、将来的にしま

ったとなりはしないかが心配です。 

 そこで、ここに掲げているリスクマネジメン

トのところですね。それの考え方と、あと多様

な移動サービス等の検討について、少し具体的

な中身を聞かせていただければありがたいと思

います。 

遠藤交通政策課長 正しく委員御指摘のとおり

だと私も思っていて、今回海上アクセスとして

ホーバークラフトを導入しますけれども、それ

で全て解決とは全く思っていません。いかに陸

路のアクセスを今後も発展させていくかは非常

に強い思いです。 

 一つは、ここにも書いてあるＭａａＳという

形で、ソフト面でまず利用環境をつくっていき

たい。あと委員御指摘のとおり、道路等のイン

フラ部分です。こちらについても我々としては

あらゆる選択肢を排除するわけではなくて、採

算性なども含めて、その可能性についてはしっ

かりと検討していかなければいけないと。やは

り陸も海もしっかりとして、多面的なアクセス

ができるようにしていかないと、どうしても日

本で一番遠い空港という課題は解決していかな

いと、ほかの空港に負けてしまうことに対する

危機感は私も非常に強く持っていますし、実際

この検討会の場でも委員の皆さんから、やはり

このアクセスについてはたくさん意見をいただ

いているので、すぐにできることと少し時間が

かかることを分けて、しっかりと取組をしてい

きたいと思っています。 

 また、リスクマネジメントもありました。冒

頭のコンセッションにも少しつながるんですけ

ど、やはり今回のコロナのようなパンデミック

は誰も予想ができずに、こんなに航空需要が駄

目になることは想定をしていませんでした。そ

ういう意味で、先行的にコンセッションをして

いるところも大変苦戦をしているとのことで、

我々も仮にコンセッションを導入するにしても、

これまでと同じスキームでは駄目だということ

を国とも話をしていて、やはりこういうリスク

が起きたときに、国も一定程度リスクを負う。 

それで、しっかり運営権者も適切に空港運営が

維持できる、我々もそういうところがしっかり

と担保されないと、軽々にコンセッションに踏

み切るのは難しいと思っています。 

 何が大分県にとって一番良いのかは、しっか

り見極めながら取組を進めていきたいと思って

います。 

戸高委員 すみません。今まとめていただいた

のでしゃべりにくいんですが、今まで宇宙港と

いう発想が入る前は、通常やっぱり空港の利活

用で目標がそれぞれあったと思うんです。それ

が、今回このビジョンを立てることによっての

積み上げですよね。どういう形で２０５０年ま

でに３２０万人、 国際線も４０万人という形で、

プロモーション活動もやって、アクセスもよく

なる、それで、宇宙港の関係の人員も増えると

いうことからこういう目標になっていると思う

んですけど、この積み上げの中身を一つお聞き

したい。 

 あと、１２ページの芸術文化スポーツ振興財

団で、任意選定とのことなんですけれども、そ

れぞれ美術館、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センタ

ーで、これから数年かけてこの目標というか、

スケジュールとか企画とかを考えていく分なん

ですが、この指定期間５年という長いスパンで

いろいろ考えられることは非常にいいことだし、

県の意向とか、県のそういったものも入るのは

いいんですけど、そういう企画運営をする段階

で、いろんな新たな発想とか、いろんな統計や

県民の興味とか、 そういったものを図りながら、

新しいものを入れていくとか、県立美術館の特

性みたいなものも守りながらやっていくことを

考えると、いろんな形で議論する場が新しく循

環することも大事なのかなと。その辺の考え方

はどうやって図っていっているのかをお聞きし

ます。 
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遠藤交通政策課長 まず、目標数の積み上げに

ついて、こちらは我々もいろいろと考えて積み

上げをしています。まず２６０万人の目標です

が、これは今よりも６０万人増やす考えです。

その内訳については、まず国際線で２０万人増

やしたいと思っています。具体的には、韓国路

線がこれまで飛んでいましたけれども、それ以

外に台湾、中国の上海、そういうところから新

たに２路線引っ張ってきて、プラス２０万人に

したいと考えています。 

 残りの４０万人は、国内線の充実で広げたい

と思っており、まずはこれから高まるインバウ

ンドの需要を引っ張るために首都圏、成田、羽

田、こういうところの増便を図っていきたい。 

 加えて、路線も充実させたいと思っていて、

九州では佐賀空港と大分空港だけですが、沖縄

路線がないので、新たに沖縄路線を目指してい

く。または、インバウンドを取り込む意味で関

空路線をしっかりと敷いていく。これらで４０

万人、合わせて６０万人という形で、１０年後

は目指していきたいと考えており、まだ細かい

数字の積み上げはあるんですが、そのような形

で国際線、国内線を分けて、しっかりと目指す

べき考え方に基づいて今後エアポートセールス

をやっていきたいと思っています。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 県立総合文化

センターと県立美術館、新しい発想や新しいも

のをどうやって取り入れていくのかですけれど

も、文化の発信拠点としての総合文化センター

と美術館が、やっぱり建物だけではなくて、そ

の中身をどうするかが非常に大事だと思います。 

 そのためには、魅力のある公演だったり、魅

力のある展覧会だったりをどう企画していくか

が非常に大切なんですけれども、その点は開館

以降常にそういう考え方であって、毎回常に来

場者や来館者にアンケートを取ったり、運営自

体も外部の委員に入っていただいて、全国的に

どういうものが今行われているのかという情報

も取り入れながら、常に大分県民に質の高い美

術鑑賞をしていただくために、内容の検討は今

後も欠かさずやっていきたいと考えています。 

戸高委員 ありがとうございました。ちょっと

空港のポートセールスと言うか、今回宇宙港の

形が入りましたけれども、それまでやっていた

パイロットの訓練で大分空港を使ってもらうと

か、そういうほかの空港活用も引き続きやって

いけるんですかね。もうその宇宙港が入ったが

ためにそういったものができなくなるとか、そ

ういったことはないんですか。 

遠藤交通政策課長 宇宙港としての運用の詳細

はこれからにはなるんですが、やはり既存の航

空機は普通に国内線、国際線、またパイロット

の育成、そういうところには最大限影響が及ば

ないように現在運用を進めていきたいとは思っ

ています。そうしないと、なかなか大分空港の

発展も縮小してしまう部分があると思っている

ので、そこはしっかりと両立ができるように検

討していかなければいけないと思っています。 

戸高委員 ごめんなさい何回も。両立というか

どのぐらいのシェアとして空港が使われる形に

なるのかが分かりにくいんですが。今やってい

る部分とか、新しく、例えば海外の航空機のパ

イロット訓練とか――３千メートル級の滑走路

があるので訓練基地と言うか、訓練空港として

活用するような、そういったものを新たに誘致

したりする空港とかもあったりするので、大分

はやっぱりＡＮＡか何かの飛行訓練か何かで使

っている話があったと思うんですけど、そうい

うのは今やっていないんですか。 

遠藤交通政策課長 今、大分空港は１番から１

１番スポットまであるんですが、１番から４番

ぐらいの間で本田航空が少し活用していて、 パ

イロットの訓練などを少ししています。 

 宇宙港としての活用の頻度もこれからだとは

思うんですけれども、この前、ＡＮＡの飛行訓

練は、１０年間で２０回と発表しています。た

だ、そういう意味で１番から１１番スポットの

中で、宇宙港として使うのはそのうちのどこか

一部のエリアになるので、大きくほかのところ

への影響はないと我々は思っていますけれども、

なかなか宇宙港については、今詳細を国も含め

て整理しているところなので、そこはしっかり

と配慮しながら進めていくべきだと思っていま

す。 



- 13 - 

今吉委員長 よろしいですか。（「はい」と言 

う者あり）ほかに質疑はないですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

堤委員外議員 このビジョン等は精査していな

いんだけれども、やっぱり非常に危惧する部分

も書いているね。今のパンデミックの問題、ウ

クライナの状況の問題、そういう負の部分も当

然、具体的に今後起きないとも限らないわけで

す。第２のパンデミックが起きる可能性もある

し、特に開発を進めていけば、新たな未知なる

細菌が出てくる可能性もある。いろんなことが

今言われているでしょう。だから、いろいろそ

ういう部分についての危機管理も当然今度の計

画の中に入れておかないといけないし、２６０

万人の誘客をしたいと言うけれども、ただ、今

からはインバウンドの中身も変わってくる可能

性があるわけね。５年、１０年、２０年、３０ 

年後には、今の状況からすると全然違う方向で

飛行機をなるべく使わず、仮にゆっくりした列

車で行くとか、いろいろ方向性が考えられるわ

けです。それとか、あと地震の問題、南海トラ

フと中央構造線が走っていますからね。そうし

たときに、 飛行場が津波の心配はどうなのかと、

いろんな危機管理を考えて計画していかないと、

やはりなかなか。これを見れば、何か行け行け

どんどんで、すばらしいことが起きるなという

ことだけではやっぱり駄目だと思うんですね。 

 いつも僕は言うんだけれども、東九州新幹線

が通れば、 それと飛行機との関係も料金の問題、

時間の問題、 いろんな競合が出てくるわけよね。 

そういうことを全体的に考えて、今後計画を練

っていくのであれば、言葉は悪いけどデメリッ

トも含めて、やっぱりきちっと提案を表に出し

ていくこと、これはぜひやっていただきたいな

と思うけれども、そこら辺は今後の計画はどう

ですか。 

遠藤交通政策課長 御指摘をいただいたような

様々なリスクのところ、今回のビジョンはこう

いった対応力強化をしていこうとするぐらいの

位置付けに確かになってはいるんですけど、や

はりこのビジョンを策定した後、これに基づい

てＢＣＰとか業務をいかに継続させていくか、

こういうものをターミナルとかを含めて関係者

で考えていかなければいけないと思っています。

今回路線を誘致するにあたっても、やはり鉄道

との競合関係でターゲットもしっかり見ていか

なければいけないし、仮に新幹線ができたら、 

大阪との距離がぐっと近づく。そこと飛行機は

すごく影響があるのは、おっしゃるとおりだと

思っています。 

 なので、我々もこのビジョンを作って、それ

で終わりにするつもりはなくて、毎年フォロー

アップをするなり、一定の時期で計画を見直す

なりして、しっかりとどのような形で事業が進

んでいって、その都度課題も分かってくると思

っているので、そういうところをしっかりフォ

ローアップしながら進めていきたいと思ってい

ます。まずはこのビジョンを作って、そういう

議論をするためのキックオフにしたいなと思っ

ています。 

堤委員外議員 さきほど言った中身については、

ぜひそういうことで立場も含めて――ああそう

か、遠藤課長はもう帰るのか。後任者の方にぜ

ひそう言ってください。お願いします。 

今吉委員長  ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 それでは最後に、私から委員会を

代表して一言、御挨拶を申し上げます。 

 先週人事異動の内示がありましたが、遠藤交

通政策課長が６月３０日付けで退職し、国土交

通省に復帰されます。 

 平成３０年７月から通算４年間、大分県の交

通政策の企画調整に御尽力をいただきました。

また、総務企画委員会では我々の質疑に対し、

常に分かりやすく丁寧な説明をいただきました。 

委員会を代表して深く感謝申し上げます。 

 ここで遠藤課長から、大分県での４年間を振

り返り、 一言御挨拶をいただきたいと思います。 

遠藤交通政策課長 交通政策課長の遠藤です。

丸４年、交通政策課長として大変お世話になり

ました。着任するまでは本当に大分県に一度も
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来たことがなくて、右も左も分からず、至らぬ

点ばかりだったんですけれども、 大分県職員と

して仕事を進めていく中で、議会や委員会の場

を通じて皆様から御指導、御鞭撻をいただき、

本当に県民目線に立って事業をするとはどうい

うことか、現場に耳を傾けるとはどういうこと

か身をもって勉強し、皆さんとの議論を通じて

事業執行にあたっての理解も深まったと思って

います。本当に大変お世話になりました。 

 ７月からはまた国土交通省の観光庁に戻って、

ＧｏＴｏトラベルを担当すると聞いています。

また立場は変わりますけれども、観光といえば

大分県というぐらい非常に振興していると思い

ますので、引き続き違った立場でお役に立てる

ことがあると思っていますし、そのようなとき

は全力で大分県のために尽力をしたいと思って

います。 

 丸４年間ではありましたけれども、本当に皆

さんありがとうございました。お世話になりま

した。（拍手） 

今吉委員長 遠藤課長ありがとうございました。

新しい職場でも存分にお力を発揮されますよう、

お祈り申し上げます。 

 これをもって企画振興部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 ここで執行部が入れ替わるので、しばらくお

待ちください。 

 

  〔企画振興部退室、総務部入室〕 

 

今吉委員長 これより、総務部関係の審査に入

ります。 

 本日は委員外議員として堤議員に出席いただ

いています。 

 初めに、本日審査いただく案件について、和

田総務部長から概括的な説明をいただきます。 

和田総務部長 初めに私から、本日審査をお願

いしている案件等について概括的に説明します。 

 本日の委員会では、資料１ページ目にあると

おり付託案件１０件、付託外案件２件について

審査をお願いしています。 

 このうち、第５７号議案令和４年度大分県一

般会計補正予算（第１号）は、国のコロナ禍に

おける原油価格・物価高騰等総合緊急対策を踏

まえ、原油や原材料価格高騰の影響を受けてい

る生活者や事業者の負担軽減に向けた支援など、

早急に対応が必要な経費を補正予算に計上した

ものです。 

 その下、第５８号議案大分県税条例の一部改

正については、地方税法等の一部を改正する法

律の公布に伴い、個人県民税や不動産取得税に

係る規定などを改正するものです。 

 その下の第５９号議案大分県税特別措置条例

の一部改正については、地域再生法第１７条の

６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に

伴い、本社機能の移転や拡充を行う事業者に対

する課税免除等について、その適用期限の延長

等を行うものです。 

 その下、第６０号議案大分県使用料及び手数

料条例の一部改正については、畜舎等の建築等

及び利用の特例に関する法律関係事務手数料の

新設並びに教育職員免許状関係事務手数料の廃

止を行うものです。 

 第６１号議案大分県議会議員及び大分県知事

の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに

ビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の

一部改正については、公職選挙法施行令の一部

改正に伴い、公営対象経費の公費負担について

基準額を見直すものです。 

 第２号報告令和３年度大分県一般会計補正予

算（第１４号）について及び第３号報告令和３

年度大分県公債管理特別会計補正予算（第３号 

）については、県税の増収や地方交付税の確定

等による歳入の補正や退職者の確定に伴う退職

手当などの歳出の補正、一般会計の公債費の確

定に伴い一般会計からの繰入金と公債管理に係

る事務費を減額補正する必要が生じたため、地

方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決

処分を行ったものです。 

 第４号報告大分県税条例等の一部改正につい

ては、地方税法等の一部を改正する法律の公布

に伴い、本年４月１日から施行される規定があ

ったことから専決処分により改正したものです。 

 その他請願２件、付託外案件の審査として陳
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情が２件です。 

 また、５月１１日から５月３０日までの間に

行われた県内所管事務調査についてです。委員

の皆様には総務部関係機関等に対し大変熱心に

調査いただき感謝申し上げます。 

 私どもとしては、いただいた意見を今後の政

策にできる限り反映していきたいと思っていま

す。本日の報告では、所管事務調査を全般的に

取りまとめ説明します。 

  諸般の報告として、指定管理者の更新につい

て、公金納付キャッシュレス対応の拡大につい

て、 別府総合庁舎建替事業について説明します。 

 各事項の詳細については、それぞれ担当課長

から説明させますので、どうぞよろしくお願い

します。 

今吉委員長 それでは付託案件の審査を行いま

す。 

まず、第５７号議案令和４年度大分県一般会

計補正予算（第１号）のうち総務部関係部分に

ついて、執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第５７号議案令和４年度大分県

一般会計補正予算（第１号）の全般的事項と歳

入について説明します。 

 議案書は１ページからですが、総務企画委員

会資料で説明します。 ２ページを御覧ください。 

 この補正予算は、資料冒頭にあるとおり、国

のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合

緊急対策を踏まえ、今後のコロナ禍からの社会

経済再活性化を着実に進めていくため、原油や

原材料価格高騰の影響を受けている生活者や事

業者の負担軽減に向けた支援など、早急に対応

が必要な経費を補正予算に計上したものです。 

 １補正概要にあるとおり、 補正額は５０億４，

８７４万４千円の増額であり、既決予算を加え

た累計額は７，２２８億８，９７４万４千円と

なります。 

 次に、歳入について説明します。タブレット

４ページをお開き願います。 

 今回補正する歳入は国庫支出金５０億１，６

６７万円、その二つ下の寄附金８００万円、そ

の下の繰入金２，４０７万４千円を合わせた５

０億４，８７４万４千円となります。 

 その主な内訳について説明します。５ページ

をお開きください。 

 第９款国庫支出金第２項国庫補助金の主なも

のとしては、まず、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金が５ページの第１目総

務費国庫補助金から、７ページの第９目教育費

国庫補助金まで合わせて４１億４，３３２万６

千円を計上しています。 

この交付金は、国の総合緊急対策で原油価格

や物価高騰対応分として拡充されたものであり、

これを活用し、生活に困窮する方の生活支援や

経営が厳しい地域公共交通事業者、農林水産業

者などへの事業者支援に要する経費に充当する

ものです。 

 ８ページをお開きください。第３目保健環境

費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金５億９，６４０万円の増額は、

４回目のワクチン接種体制強化に要する経費に

充当するものです。 

 ９ページをお開きください。第１１款寄附金

第１項寄附金８００万円の増額は、戦火を避け

るためウクライナから避難してきた方の生活支

援を充実させるため、ふるさと納税制度を活用

し、クラウドファンディングにより募金した寄

附金を全額ウクライナ避難民緊急支援事業に充

当するものです。 

 １０ページをお願いします。第１２款繰入金

第２項基金繰入金２， ４０７万４千円の増額は、

令和６年春に大分と福岡の両県で展開されるＪ

Ｒデスティネーションキャンペーンに向けた準

備に取り組むための財源として、おおいた元気

創出基金を取り崩すものです。 

小石電子自治体推進室長 令和４年度大分県一

般会計補正予算（第１号）のうち、総務部関係

部分について説明します。 

総務企画委員会資料の１１ページを御覧くだ

さい。マイナンバーカード取得促進事業、補正

予算額９３０万８千円です。 

この事業は１概要のとおり、行政へのオンラ

イン手続を行う上で本人認証に必要となるマイ

ナンバーカードについて、大分トリニータ等の

協力を得て取得促進を図るものです。 
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 ２のカードの普及状況等ですが、本県の交付

率は５月末時点で４４．２４％です。６月３０

日からは、健康保険証としての利用登録と公金

受取口座の登録についてマイナポイント第２弾

の申込が開始予定です。ポイントの対象となる

カードの申請期限は９月末となっています。 

 また７月頃からは、カード未取得者にＱＲコ

ード付き交付申請書の再送が予定されるため、

カードを申請しやすい環境が整うことになりま

す。このため、この機会をいかし県内のカード

取得機運を盛り上げます。 

 具体的な取組としては、 ３取組内容のとおり、

県民への広報やホームゲームでの交付申請支援、

出張申請支援会場でのトークイベントなどを行

います。これに先駆けて、７月中旬に大分トリ

ニータとパートナーシップ協定を締結する予定

です。 

 また、県と包括連携協定を締結している県信

用組合と連携した申請支援等も実施します。さ

らに本事業にあわせて、当初予算で認めていた

だいた本県独自のマイナポイント事業の実施や

市町村への交付申請支援、人的体制強化の働き

かけ等、カードの取得促進にしっかりと取り組

みます。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

原田委員 下から３行目の県独自にマイナポイ

ント事業を実施とあって１０月から始まると書

いてしまうと、９月までみんな申し込まないん

じゃないかなと基本的に思うんですけど、いか

がですか。 

小石電子自治体推進室長 ９月までは国の第２

弾があるので、それによってかなりの方が申し

込むものと思っています。独自のマイナポイン

ト事業は、例えば集落応援隊への参加とか電子

申請とかをしていただいて、それについての改

善意見を出した人とか、そういった方にポイン

トを出していく事業です。（「そういうことで

すか。分かりました」と言う者あり） 

吉竹副委員長 マイナンバーカードの件ですが、

今この②と普及の関係で、②と③で健康保険証

とか今ある分ですね。マイナンバーカードの裏

側にあるチップに多々入るじゃないですか。す

ごい容量の情報が中に入るんだけど、例えば、

今これは普及が伸びないところで、私ちょっと

データ的なことは分からないんですが、カード

を持っている人の年代があるじゃないですか、

例えば２０代、３０代ぐらいの人に普及してい

ない場合、彼らに今７，５００円分のポイント

をあげる形でやりますよね。そうじゃなくて２

０代、３０代の人たちに普及させようとするの

であれば、例えば、さきほどのＯＰＡＭとか県

立図書館とか、いろいろな県の施設があります

が、 そこの会員情報もチップの中に入れるとか、 

何かいろんな方法ができるんですよね。そうい

うことは、他県の自治体ではもうやっているん

ですよね。一生懸命やると言うか、これは今国

が７，５００円、７，５００円とテレビでずっ

と言っているじゃないですか、持っていない人

は５千円も出ることになっているんだけど、そ

ういうことは執行部の中でアイデアと言うか、

県独自にこういうのをやろうかとはその議論の

中に出てこないんでしょうか。 

小石電子自治体推進室長 ありがとうございま

す。県立図書館では既にマイナンバーカードの

利用ができるようになっています。それから、

市の図書館についても大分市と臼杵市の図書館

で使えるように今現在なっています。もちろん

県の施設で使えるようにすることは、大分県版

マイナポイント事業の中で、今年度はさきほど

申した小規模集落応援隊とか電子申請の改善意

見を出してきたとか、おおいた歩得（あるとっ

く）に参加して一定の歩数歩いた人に差し上げ

ようと思っていますけれども、これはいろんな

事業で活用できるので、例えば県の施設に入場

した人にもこの基盤を使ってポイントを差し上

げることも可能性としてはあります。また、市

町村も自治体版のマイナポイント事業を相乗り

してできる可能性もあるので、今後、試行でや

りながら来年度以降どのような形で広げていけ

るのかを検討していきたいと思います。 

 それから、マイナンバーカードの利活用の場

面を増やすことですが、我々行政だけで考えて
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いても頭が固いと申しますか、なかなかいいア

イデアが出てこない部分もあって、そこは民間

からのアイデアを出していただいて、アイデア

コンペをやろうかなと思っています。 

吉竹副委員長 今おっしゃいましたが、私がさ

きほど申し上げたように、ある意味で例えば２

０代、３０代はあんまり興味ないのかなと思う

んですよ。例えばターゲットを全県民、０歳か

らずっと高齢の方まで、要するに個人個人です

から、今おっしゃるように、例えばそういう人

たちの声を聞く。 

私の調査がちょっと遅れているのか分かりま

せんけれども、あそこもここも使えますよと、

実はあるんですと。じゃ、もっとそれを公表し

てくださいよ。聞いたら言う、聞かなければ分

からないままでいくのかと、県民がね。それを

分かるようにしながら、例えばコンピューター

とかＤＸうんぬんにしても、若い人たちは長け

ているというか、一歩も二歩も先に行くので、

そういう彼らがどうやったらこのカードを持つ

のだろうかとアイデアを集めるとか、例えば今

おっしゃったように、行政マンだけではちょっ

と偏ってしまうという話があるならそうして、

もう動かないと。 

ただ現時点で７，５００円、７，５００円、 

５千円と結局これだけが何かすごく得したよう

な感覚だけを与えるけど、このポイントは使え

ばすぐなくなります。 あっという間なんですね。

だから、ほかのことを今おっしゃるように、い

ろんなポイントが付くようなこと、 付加する形、

アイデアを求めるようなことをすると、もう少

し若者にもいい形で浸透するのかなと思うんで

すけど。いかがですか。 

小石電子自治体推進室長 ありがとうございま

す。我々のＰＲ不足のところもあります。県立

図書館等では、その施設では使えると言ってい

ますが、全体的なＰＲが不足している部分もあ

るので、ちょっとそこは考えていきたいと思い

ます。 

 それから、カードの取得率で平均より低い年

代ですが、４０代や１９歳以下のところが特に

平均より低いので、そこにどう訴えていくかに

ついては、トリニータのホームゲームを見ると

家族連れが６割以上来ています。ちょうどそう

いった年代の方が子どもを連れて来ている状況

もあるので、今回のトリニータの事業も使って

ＰＲをしていきたいと思っています。 

今吉委員長 いろいろ検討してくださいね。 

 ほかに委員の方はありませんか。 

戸高委員 これとは全く違うんですけど、今日

のニュースでいっぱい出ている尼崎市の件、あ

あいう個人情報があんな形で出るのはちょっと

考えられないし、４５万人のデータがＵＳＢメ

モリ一つで入るのかという、ちょっとびっくり

するような状況なんですけど、このマイナンバ

ーカードを取得するのは利便性向上と言うか、

様々な住民サービスの向上という形で持ってい

くのが目的だと思いますけど、一つは申請の方

法で、やりやすさがなかなか時間的な制約もあ

ってと前回も話が出ていました。もう一つはや

っぱり信用問題というか、やっぱり個人情報を

扱うところでこういった公金の登録とか、今日

の話では年収とかも全部入っているとのことで

した。 

 だから、そういう安心して登録と言うか、こ

ういった取得ができる形の取組もあわせて少し

やっていかないと、残りの分は非常に難しいか

なと思うんですが、ちょっとその辺の状況を聞

かせてください。 

小石電子自治体推進室長 おっしゃるように、

公金受取口座の登録等に関して、誤解されてい

ると言うか、登録すると残高が国に知られてし

まうのではないかとの誤解もあります。これは

国からの給付金をお支払いする口座をひも付け

ておくだけのことで、給付金を出すときになっ

て、 簡単に迅速に出せるように口座のチェック、

番号が間違っていないかのチェックをせずに出

せるようにする趣旨なので、例えばそういった

こともトリニータとの連携の中で、安心ですよ

と訴えていきたいと思っています。 

今吉委員長 よろしいですか。（「いいです」 

と言う者あり）さきほど言いましたけど、ぜひ

その周知をしてください。 

 ついでに４０代と１０代が少ないというのは、
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市町村別にはどこが一番少ないのですか。 

小石電子自治体推進室長 年代別の取得率は、

全国の数字しか分からなくて、市町村別にはち

ょっと分からない状況です。（「市町村だけな

ら」と言う者あり）市町村別、年代別ではなく

て、市町村別だけで低いところは、佐伯市が県

内では一番低いです。 

今吉委員長 そういうところにやっぱりちゃん

と市の思いも持って、 連携して言ってください。 

 あと、ほかにありませんか。 

末宗委員 部長、ちょっと聞きたいんやけど、

コロナが始まった頃、大分県はカードの取得率

が２３％ぐらいやったと思うんよ。そして、コ

ロナの補助金の申請にカードを使っていたら、

結局使うなとなったんよね。使ったら面倒しい

で、何か国がまいってしまって。 

 何％ぐらいになったら国は円滑に使えるよう

な感じかね。僕も持ってないんじゃ、あんまり

信用ならんので。ちょっとそこら辺を教えて。 

和田総務部長 御指摘のとおり、コロナ前は２

割代ぐらいだったんですが、最初のここに書い

ている５千円のキャンペーンが始まって、今４

割を超えるところまで来たと思っています。 

その上で、いろんな公金を配るときにこのマ

イナンバーカードを使ったらどうかとの議論は

前からあったんですけれども、一部はやっぱり

この③の口座とのひも付けがこれまでされてい

なかったので、これを使って振り込むことがで

きなかったんですけれども、今回この公金受取

口座にマイナンバーをひも付ける制度が始まっ

たので、これからはひも付けた方には申請等が

なく、プッシュ型でいろんな給付金を政府等か

ら配れるようになると思っています。ぜひ今後

は取得いただき、ひも付けをしていただければ

と考えています。 

末宗委員 今度は、このマイナンバーカードを

持っている人と持っていない人、両方とも一緒

に円滑に運用できると解釈していいんかね。 

和田総務部長 今の公金の給付について申し上

げると、まず、マイナンバーカードを取得して

いただいた上で、そのマイナンバーを持ってい

る人が公金口座を指定すれば、その公金口座に

振り込まれるということです。マイナンバーカ

ードを取得するだけでは駄目で、それと口座を

ひも付ける、その口座の申請もあわせてしてい

けば、その口座に公金が自動的に振り込まれる

仕組みができるだろうと思っています。 

 なので、カードの取得だけじゃなくて、あわ

せて公金受取口座の登録、③までやっていただ

ければ、そこまでいくことになります。逆に言

うと、それをしていない方はこれまでどおり何

らかの申請なりが必要になります。 

末宗委員 ああ、そうか。だけど国は給付より

取るのが多いからね。 

今吉委員長 部長、もっと強制でどんどん取ら

せないと。 

末宗委員 いや、強制ならしようがないけど、

源泉徴収は戦争のときに取り始めたんやからね。 

今吉委員長 ほかに委員の方いいですかね。

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 では、委員外議員の方どうぞ。 

堤委員外議員 マイナンバーカードは、るる議

会でも質問してきたけれども、最近総務省が言

い出したのは、マイナンバーカードの普及率に

応じて交付税算定を上げ下げすると。ちょっと

これはひどいなと思うんだけどね、それは総務

省に文句を言わないとな。 

そういうのがあるし、仮に２万ポイントの交

付があるからといって、実際申請はそんなには

進んでいないわけよ。５千ポイントのときに２

割、 ３割から４割と少しずつ上がってきている。

それは正にさきほど言ったとおり、不信感なん

だよ。利便性ばかりをいつもあなた方は言うん

だけれども、利便性だけじゃなくて、その実態

には結局これはビッグデータだからね。ビッグ

データをまとめることによって、省庁が一つ、

今そのためにデジタル庁ができたんだから、そ

れをまとめて匿名加工することによって民間に

結局利活用させると、それを商売の元にさせる

のが安倍元総理大臣も含めた自民党政権の基本

的な考え方なんよ。それに踊らされているのが

今の自治体なんだね。 

 だからいろんなその問題、確かにさきほどの

ＵＳＢメモリの問題は物理的な問題で、こんな
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のは言語道断だけれども、そういういろんな情

報の漏えいが絶対ないと言うけれどもあり得な

い。１００％サイバー攻撃に耐え得るようなこ

とができるパソコンの技術的な進歩はないわけ

だからね。必ずそれを上乗せして来るわけよ。

そうすると、非常にその部分で情報が漏えいし

てしまうことは、きちっとやっぱり認識すべき

だし、さきほど口座とのひも付けね、将来的な

残高うんぬんの話だけど、これは将来的には必

ずそれをする──それが目的だから。１０万円

の公金を支給のときだけしかないのよ。全国民

に払うのはもうないわけだからね。一部の母子

家庭や父子家庭、 そういう方にはあるでしょう。

そういう方はすぐ申請をすればいいだけの話よ。

何も問題ないわけだな。だからそういう信用が

ない、不安だから、情報がどうなるか分からな

いからと、こういう僅か４４％しか普及してな

いことをやっぱりよく認識しておかないと、利

便性だけを主張したら本当に大きく間違ってし

まうと思うので、これはもういいや、回答はい

ろいろせんでいいわ。こういう思いの人もいる

ということ、そういうところをちゃんと認識し

て仕事をやっていただきたいということです。 

今吉委員長 時間がないので、答弁はいいそう

です。ほかにないので、これで質疑を終わりま

す。 

 それでは、本案のうち本委員会関係部分につ

いて、さきほど審査した企画振興部関係を含め

一括して採決します。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 次に、第５８号議案大分県税条例の一部改正

について、執行部の説明を求めます。 

山口税務課長 大分県税条例の一部改正につい

て説明します。１２ページをお開き願います。 

 １の改正理由にあるとおり、地方税法等の一

部を改正する法律が本年３月３１日に公布され

たことなどに伴い、大分県税条例の一部を改正

するものです。 

 ２の主な改正内容について説明します。 （１ 

）の個人県民税ですが、アの住宅ローン控除の

見直しについては、会計検査院が指摘していた

税額控除の控除率がローン金利を上回るいわゆ

る逆ざやの是正、それから現下の厳しい経済状

況を踏まえた対応並びに２０５０年カーボンニ

ュートラル実現の観点等から、所得税における

住宅ローン控除制度の見直しが行われることに

伴い、適用期限を令和７年入居分まで４年間延

長するとともに、消費税率引上げにあわせて講

じた個人住民税からの控除限度額の拡充制度を

終了し、消費税率引上げ前の控除限度額に戻す

ものです。 

 イの寄附金税額控除の対象となる特定非営利

活動法人の指定期間の更新については、現在、

個人県民税の寄附金税額控除の対象となる特定

非営利活動法人として、地域環境ネットワーク

を指定していますが、その指定期間が令和４年

９月３０日までとなっており、同法人から更新

申請があったので、審査の結果、指定期間を５

年間更新するものです。 

 （２）の不動産取得税については、都道府県

が登記情報をより効率的に把握できるようにす

るため、登記所から都道府県に登記情報を直接

通知することとなることにあわせて、不動産の

取得者が登記を行った場合は、都道府県への取

得の事実等の申告等を不要とするものです。 

 このほか（３）その他ですが、引用条項の改

正等に伴い規定の整備を行います。 

 ３の施行期日については、（１）のイが令和

４年１０月１日、（１）のアが令和５年１月１ 

日、 その他は令和５年４月１日等としています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

末宗委員 聞いていて理屈はうんと言うたんだ

けど、意味が非常に深くて全然分からんのや。

端的にぱっと教えてくれ。 

山口税務課長 まず、住宅ローン控除の見直し

については、会計検査院からの指摘で、結局お
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金を借りる必要がないのにローンを組んだりと

か、繰上償還できるのにしないといったインセ

ンティブになっているとの問題があったので、

今控除率が１％なんですが、それを下げると。

その下げる代わりに、控除期間を延ばして中間

層に恩恵が及びやすくするのと、住宅市場や業

界に逆風にならないように配慮するのが一番で

す。（「分かった」と言う者あり） 

今吉委員長 ほかに委員の皆様からありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は何かありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５９号議案大分県税特別措置条例の

一部改正について、執行部の説明を求めます。 

山口税務課長 大分県税特別措置条例の一部改

正について説明します。議案書は１１ページで

すが、資料の１３ページで説明します。 

 １の改正理由にあるとおり、減収補填制度が

適用される場合を規定している総務省令の一部

改正に伴い、大分県税特別措置条例の一部を改

正するものです。 

 ２の主な改正内容についてですが、地域再生

法の規定に基づき本社機能の移転拡充を行う事

業者に対して実施している県税の課税免除等に

ついて、その適用期限の延長等を行うもので、

改正点は三つです。 

 まず、課税免除等を受けようとする事業者は

整備計画を作成して知事の認定を受けなければ

なりませんが、（１）にあるとおり、その認定 

期限を２年延長し、令和６年３月３１日までと

するものです。 

 次に（２）にあるとおり、整備計画の認定を

受けた日から２年以内となっている本社機能の

用に供する土地、家屋及び設備の取得等の期限

を１年延長して３年以内とします。 

 このほか（３）のとおり、引用条項の改正に

伴う規定の整備を行うこととしています。 

 ３の施行期日については公布の日とし、本年

４月１日に遡及して適用することとしています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第６０号議案大分県使用料及び手数料

条例の一部改正についてですが、本案について

は、関係する農林水産委員会及び文教警察委員

会に合い議していることを申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第６０号議案大分県使用料及び

手数料条例の一部改正についてです。議案書は

１３ページですが、タブレットの１４ページを

お開きください。 

 今回の改正は、畜舎等の建築等及び利用の特

例に関する法律関係事務手数料、教育職員免許

状関係事務手数料の２件です。 

 改正内容ですが、まず２の畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する法律関係事務について説

明します。 

 これまで一定規模以上の畜舎等を建築する際

には、建築基準法に基づく建築確認が必要でし

たが、畜産農家の負担軽減を図るため、建築基

準法の構造基準等によらず建築ができるよう、

建築基準法の特例として畜舎等の建築等及び利

用に関する計画の認定制度が創設されました。 

 これを受け、計画の認定や変更など五つの業
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務の手数料を新設するものです。施行期日は本

条例の公布の日としています。 

 次に、３の教育職員免許状関係事務です。 

 教員に１０年ごとの講習を義務付け、教員免

許に有効期間を設ける教員免許更新制について、

計画的かつ効果的な資質の向上に向けた新たな

研修体制を整備することとして、発展的に解消

されることとなったことから、関係する手数料

を廃止するものです。 

 施行期日は、教育職員免許法の改正の施行日

である令和４年７月１日としています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 なお、本案について農林水産委員会及び文教

警察委員会の回答は、原案のとおり可決すべき

とのことであります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第６１号議案大分県議会議員及び大分

県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用

並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する

条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。 

曽根田市町村振興課長 第６１号議案について

説明します。議案書は１６ページですが、タブ

レット資料の１５ページで説明します。 

 まず、 この条例に規定する選挙公営制度とは、

四角で囲んでいる部分に記載していますが、資

金の多寡にかかわらず選挙運動の機会を持てる

よう、県議会議員及び県知事の選挙における選

挙運動に要する経費の一部を公費で負担するも

ので、本県を含めて全ての都道府県に導入され

ています。 

 ちなみに、一番下のポツにあるとおり公職選

挙法施行令に規定する国政選挙の公営単価につ

いては３年に一度の参議院議員通常選挙の年に、

その基準額を見直すこととされています。 

 １の改正の趣旨に戻っていただき、令和４年

４月６日に公職選挙法施行令の一部改正が公布、

施行され国政選挙における選挙公営に要する経

費に係る限度額の引上げが行われたため、 今回、

本条例もこれに準じて同様に単価を改正するも

のです。 

 なお、単価の主な増額要因は令和元年１０月

の消費税率８％から１０％への引上げに伴うも

のです。 

 ２の改正内容です。単価改正があるものには

一覧表のうち下線を引いています。一例を説明

すると、選挙運動用自動車の使用については、

レンタカーの借入れが１日１万５，８００円か

ら１万６，１００円に上がります。燃料は現行

の１日７，５６０円から７，７００円へそれぞ

れ単価を改定することとしています。以下、ビ

ラ、ポスターの作成についても、それぞれ現行

からおおむね消費税率引上げ程度の幅で単価改

定を行うものです。 

 最後に３の施行期日については、公布の日と

しており、それ以後に告示される県議会議員選

挙、県知事選挙から適用されます。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２号報告令和３年度大分県一般会計
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補正予算（第１４号）についてのうち総務部関

係部分について及び第３号報告令和３年度大分

県公債管理特別会計補正予算（第３号）につい

ては、関連があるので一括して執行部の説明を

求めます。 

髙木財政課長 第２号報告令和３年度大分県一

般会計補正予算（第１４号）についてのうち、

歳入全般と総務部関係の歳出について説明しま

す。また、関連するので第３号報告令和３年度

大分県公債管理特別会計補正予算（第３号）に

ついてもあわせて説明します。資料の１６ペー

ジを御覧ください。 

今回の補正予算は、県税の増収や地方交付税

の確定等による歳入の補正や退職者の確定に伴

う退職手当など、歳出の補正を行う必要が生じ

たため、地方自治法第１７９条第１項の規定に

基づき、専決処分を３月３１日付けで行ったも

のです。 

 今回補正した額は、最終専決額にあるとおり

２億８，９７３万４千円の増額で、これにより

令和３年度の一般会計予算額は最終的に７，９

２６億１，５３６万３千円となります。 

 その主な内容ですが、まず歳入については県

税が１７億５千万円の増となっています。これ

は法人の企業収益等が見込みを上回ったことに

よる法人二税の増などによるものです。 

 その下の地方交付税６億１，１２５万４千円

の増については、特別交付税が確定したことな

どによるものです。 

 その二つ下の県債１７億２，６００万円の減

については、事業費の確定に伴う減額や交付税

措置のない県債の発行を抑制したことなどによ

るものです。 

 次に歳出ですが、退職手当等１１億７，４０

４万４千円の減は、知事部局、教育委員会、警

察本部職員の退職者の確定に伴う退職手当の減

額８億５， ６８８万８千円などによるものです。 

 その下の二つの積立金については、こうした

県税の増収や退職手当の減額などにより生じた

財源を県有施設の計画的保全や新型コロナウイ

ルス感染症等に対する緊急的な財政需要に備え、

県有施設整備等基金及びおおいた元気創出基金

にそれぞれ２２億円及び２１億５千万円ずつ積

み立てるものです。 

 最後に、事業費の確定等については危機管理

関連の事業の１９億５，３０２万６千円の減や

予備費１億２，７０７万９千円の減など、３月

末での事業費の確定に伴う不用分についても整

理しています。 

 続いて、公債管理特別会計補正予算（第３号 

）について説明します。 

 今回補正した１，４８３万４千円の減額につ

いては、公債費の確定に伴い一般会計側で公債

管理特別会計に繰り出す、県債の借換えに際し

て必要となる事務費が減額されたことから、こ

れに連動する形で一般会計からの繰入金と公債

管理に係る事務費を減額させるものです。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないので、各報告につ

いて、それぞれ採決を行います。 

 第２号報告のうち本委員会関係部分について、

さきほど審査した企画振興部関係を含め一括し

て採決します。 

 第２号報告のうち本委員会関係部分について

は、承認すべきものと決することに御異議あり

ませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、第２報告のう

ち本委員会関係部分については、承認すべきも

のと決定しました。 

 次に、第３号報告について採決します。 

 第３号報告については、承認すべきものと決

することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、第３号報告は

承認すべきものと決定しました。 

 次に、第４号報告大分県税条例等の一部改正

について、執行部の説明を求めます。 
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山口税務課長 第４号報告大分県税条例等の一

部改正について説明します。議案書は３７ペー

ジですが、タブレットの１７ページで説明しま

す。 

 １の改正理由にあるとおり、地方税法等の一

部を改正する法律が可決成立し、本年３月３１

日に公布されましたが、当該法律中に本年４月

１日から施行される規定があることから、専決

処分により当該規定に関係する大分県税条例等

の一部を改正したので報告するものです。 

 ２の主な内容についてです。（１）の法人事

業税ですが、①のガス供給業に係る収入金課税

の見直しは、中立性確保のため令和４年度から

大手３社のガス導管部門が法的に分離されるこ

とを踏まえ、下の改正前の表の左側、導管部門

が法的に分離される法人等が行う製造・小売事

業に係る課税方式を見直すものです。 

 具体的には下の改正後の表にあるとおり、こ

れまで収入金額により課税してきた法人のうち、

表の左側にある導管部門の法的分離の対象とな

る法人については、その４割を見直し、付加価

値割と資本割を組み入れ、それ以外の法人につ

いては、他の一般事業と同様の課税方式とする

ものです。 

 次に、②の外形標準課税対象法人に対する所

得割の軽減税率の見直しは、１社当たりの負担

軽減額が極めて少ないことなどを踏まえ、年８

００万円以下の所得に係る軽減税率を廃止して、

標準税率を１％とするものです。 

 （２）の不動産取得税については、土地を取

得して住宅を新築した場合等に適用される住宅

及び住宅用地に係る特例措置について、要件に

適合することを県で確認できた場合は、住宅及

び住宅用地の取得者から申告がなくとも特例措

置の適用を可能とするものです。 

 （３）のその他については、引用条項の改正

に伴い規定の整備を行うものです。 

 ３の施行期日については、令和４年４月１日

としています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

原田委員 ちょっと教えてください。導管部分

が法的に分離される大手３社はどんなところな

んですか。改めてその３社のシェアはどれぐら

いあるんでしょうか。 

山口税務課長 大手３社は導管部分の規模が突

出して大きい東京ガス、大阪ガスと東邦ガスに

なります。 

 ちょっとシェアは分からないんですけれども、

結局その影響が大きいため導管部分の中立性を

確保するということで、今回この措置が取られ

ています。 

原田委員 大分ではあんまり関係ないんじゃな

いかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

山口税務課長 おっしゃるとおり、大分ガスに

ついては、実は平成２９年にガス購入の全面自

由化がされて、平成３０年度の税制改正で大分

ガスを含む、大分県を含むほとんど全ての料金

規制が撤廃されている供給区域のところはもう

見直されていて、一般の事業と同じ課税方式に

なっており、実際こういう大手３社がこちらに

進出してくることは考えにくいんですけれども、

結局、課税標準であるとか税率とか、そういう

住民の理解上最低限必要と考えられるものは、

重複をいとわず条例を改正することが適当だと

されていますので、その考え方に基づいて条例

を改正しています。 

鴛海委員 （２）の不動産取得税の関係ですけ

ど、これはもう少しかみ砕いて教えていただけ

ませんか。 

山口税務課長 具体的に申しますと、例えば土

地を買って、面積要件を満たす住宅を取得した

場合に、その土地の税額が軽減される制度があ

って、そこら辺は登記を見ないと内容が分から

ないので、基本的には相手から申告をしてもら

うことになるんですが、例えば住宅の軽減措置

については、木造の住宅は市町村が評価をする

ので、わざわざ相手から申告をしてこなくても

市町村からそのデータをいただけるので、それ

を見れば要件に該当するかどうかが分かるので、

登記とかを取らなくても、相手から申告を求め

なくても、県で把握できる場合については申告

が要らないというものです。 
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鴛海委員 前にあった６分の１課税とかそうい

う関係のものですかね。６分の１課税とか、何

かそういうのがあったじゃないですか。 

山口税務課長 それは固定資産税の方で、今言

っているのは不動産取得という、また別の県の

税金になります。 

鴛海委員 県の方ね。分かりました。 

今吉委員長 ほかによろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕  

今吉委員長 委員外議員の方は、何かありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決します。 

 本報告は、承認すべきものと決することに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本報告は承認

すべきものと決定しました。 

 続いて、請願の審査を行います。 

 請願１７消費税率５％への引き下げを求める

意見書の提出について、執行部の説明を求めま

す。 

山口税務課長 消費税率５％への引下げを求め

る意見書を政府に送付することを求める請願の

採択について説明します。請願文書表は２ペー

ジですが、タブレットの１８ページで説明しま

す。 

 本請願は、食料品を中心とした急激な物価上

昇が国民生活を苦しめていることなどから、国

民の暮らしや営業を支える経済対策として、消

費税率５％への引下げを求める意見書を国に提

出するよう求めるものです。 

 現下の物価高騰は国民生活や経済活動に悪影

響を及ぼしており、長引いた場合にはコロナ禍

からの社会経済活動の回復を妨げかねないこと

から、その影響を緩和する対策として、野党か

ら消費税減税法案が提出されるなど、国政の場

でも議論がなされているところです。 

 国は、社会保障にかかる費用をあらゆる世代

が広く公平に分かち合うという観点から、消費

税を全世代型社会保障制度を支える重要な財源

として位置付けており、税率を引き下げること

は考えていないとしています。 

 他方、直面する物価高騰等に対応するため、

コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊

急対策を策定し、厳しい環境に置かれた生活者

や特に影響を受ける中小、小規模事業者の支援

等に取り組んでいます。 

 本県としても、 生活困窮者の生活再建や中小、

小規模事業者の事業継続や雇用維持等には、引

き続き注力していくこととしています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑などはありませんか。 

原田委員 紹介議員の堤議員を前にしてなかな

か言いにくいんですけど、消費税についてはい

ろんな議論がありますが、これをなくすことは

県民クラブとしては、やっぱりちょっと今は考

えられないと思っています。 

 ただ、こういう物価状況ですから少なくとも

当分の間、消費税５％の引下げをやっぱり求め

ていきたいという意味で、県民クラブとしては

賛成したいと思っています。 

吉竹副委員長 今お話がありましたが、当然、

世界の情勢、日本の情勢、それはひとしく皆さ

んと同じような感性です。しかしながら、この

消費税１０％が社会保障にずっと使われるとい

うことで、今政府が物価上昇とかいろんなこと

で手当てを一生懸命考えながら打ち出していま

す。地方交付税の臨時交付金もそうだと思いま

すし、そういうやり方、そこは当然すごい上が

っています。なおかつ、この消費税１０％が国

が７．８％、地方が２．２％ですか、その中で 

例えば社会保障の中で、国の方が６．２８％、

これが社会保障です。地方交付税が１．５２％

充てられています。 

 社会保障費の内訳を見てみると、年金に約１

２．７兆円、そして医療関係に約１１．９兆円 

介護に３．２兆円、子ども・子育て支援に２． 

６兆円、そして地方消費税が２．２兆円――こ

れは社会保障に充てられていますが、この分の

例えば５％、国だけでいくと約３０兆円あるん

ですね。３０兆円中、客観的に国の分だけでい
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えば、 それを２分の１にするという形のときに、

じゃ、その財源はどこから発生するのかと。赤

字国債をこういうときだけ出せというのは極め

て違うと思うんですね。だから、考えようによ

っては、当然弱者を救うとかそういう気持ちは

あるけれども、社会保障に充てられるその財源

が消費税であることを鑑みれば、少なからずも

消費税は下げるべきではないと思っています。

だから、下げるのには反対します。 

末宗委員 僕は去年から大体もう政府のやり方

が気に入らんのじゃ。一つは、さっきから財源

の確保とかいろいろ言うけど、昨年は大体二十

何兆円の予備費を政府が作った。国会議員は全

員辞めた方がいいぐらいの、予算も審議せんで

ね。予備費で全部入れたんだけど、そういう訳

の分からん金で、それこそ予備費は全部赤字国

債じゃ。そういうことをやっていて、それより

もこの消費税を５％下げる方が国民は分かりや

すい。僕はあんな予備費を作る政府は要らんか

ら、５％下げる分かりやすいやり方に賛成や。 

今吉委員長 ほかに委員の方はないですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 では、委員外議員の方はありませ

んか。 

堤委員外議員 本当に社会保障のために使われ

てきたのか。今まで直接税で払ってきた社会保

障の財源は一体どこに消えたのかが非常に分か

りにくいんだよね。これはこの前の議論でも言

ったけど、直間比率がどんどん下がってきて、

もう今６対４とか、五十何％対四十何％とか、

直間比率がなくなって、消費税の税率が引き上

がるところに、結局直間比率も是正じゃかっこ

悪いもんだから、社会保障のために使うという

文言を消費税法の第１条の中に入れたわけだ。

つまり、社会保障とはもともとの出発点は違う

んよ。今の議論からすると、社会保障に本当に

消費税を使ってきたんなら、もっとよくなって

いるよ。この３４年間で社会保障がよくなった

ものが一つでもあるかい。年金は下げられるで

今度の６月から０．４％、我々も年金下げられ

る（「端的に言うてくれ」と言う者あり）後期 

高齢者医療制度、２００万円、三百何十万円の

場合は、２割に上がるんだよ２割に。診療報酬

も下がるんで。じゃ、一体そのお金はどこに消

えていったんだ。この前、部長と議論したけれ

ども、消費税は３３年間に４７０兆円を結局国

庫に納めたわけよ。実際に法人税、所得税、住

民税、これの減税がどれくらいあったか知って

いますか。６００兆円超えているんだよ。つま

り、所得税で直接税で取っているものを間接税

で充当しているだけよ。当然のことながら社会

保障がよくなるわけないんよ。社会保障のため

というのは、こんなの詭弁よ。法律上そうなっ

ているからというだけの問題で、だからそれを

元に戻そうじゃないかと。 

せめて、原田委員がさっき言ったように、請

願者の名称はなくす会やけど、請願の趣旨はな

くすことじゃないよね。５％に下げてほしいと

のことだから、ここだけに光を当てて、ここを

ぜひ本当に理解してほしい。みんな行ってごら

んよ、庶民の暮らしはもう――スナックに行っ

て、飲食店に行って１０％納税しているときに

ね、みんな大変と言わんかな。何とか下げてほ

しいという気持ちがあるやろう。そういうみん

なの気持ちに本当に寄り添って、やろうや、こ

れが中小業者の味方じゃ。５％、取りあえず議

会としてそれを求めること。これが大事。 

今吉委員長 ほかに御質疑もないので、これよ

り本請願の取扱いについて協議します。 

 いかがいたしましょうか。（「採決をすれば

いいじゃない」と言う者あり）それでは採決を

行ってもよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 採択について挙手により採決しま

す。 

 本請願は、採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。 

〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 賛否が同数ですので、委員会条例

第１４条第１項の規定により、委員長が可否を

決します。 

 本請願は、不採択とすべきものと裁決いたし

ます。 

 次に、請願１８消費税インボイス制度実施の
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延期や中止を求める意見書の提出について、執

行部の説明を求めます。 

山口税務課長 請願文書表３ページですが、タ

ブレット１９ページで説明します。 

 本請願は、コロナ禍や物価上昇等が日本経済

に影響を与えている中で、来年１０月からイン

ボイス制度が実施されれば、中小事業者やフリ

ーランスの事務負担、消費税負担の増加につな

がることなどから、制度の延期又は中止を求め

る意見書を国に提出するよう求めるものです。 

 インボイス制度は複数税率の下で、売手が買

手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える

手段となっており、税制の公平性や透明性を確

保し、消費税の適正な課税を行うために必要な

制度として位置付けられているものです。 

 制度の導入が中小事業者の事務負担や取引に

与える影響を懸念する声があることも踏まえて、

国ではその影響を緩和するための十分な経過措

置を設けるとともに、 関係省庁で連携しながら、

制度の周知、広報や事業者に対する必要な支援

などに取り組んでいます。 

 本県としても、国や関係団体と連携してイン

ボイス制度の円滑な導入に取り組むこととして

います。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑や意見などはありませんか。 

原田委員 山口税務課長が言われたとおり、議

会でも堤議員の質問に対して答弁もありました

けど、いわゆる税制の公平性や透明性の確保は

やっぱり大事なことだと思っています。ただ、

今も言われましたけど、やっぱり中小零細企業

の事務負担や取引に与える影響を懸念する声が

あるのは事実だと思うんですよね。そういう意

味でいうと、例えば今インボイスに関わる、い

ろいろな会計ソフトもたくさんできつつあって、

事務の軽減が図られつつあるんだろうと思いま

す。ただ、周知や広報はまだまだ十分とは言え

ない部分もあると思っているので、この請願に

ついては、ぜひこれから来年１０月に向けて、

まだ判断材料があると考えられるので、継続請

願としたらいかがかなと提案します。 

末宗委員 これはインボイス制度で出している

けど、今日本が問われているのは中小企業が９

９．７％で生産性が向上せんで、日本人の所得

が３０年間ずっと下がっている状態。要するに

日本の経済と社会が停滞しまくっている原因は

生産性が向上しないから。例えばデービッド・

アトキンソンが言うように、やっぱり１００人

以上の企業をつくらないと日本は将来がないと

いう話が基本にあるわけよ。だから、中小企業

がやむを得ず合併でも何でもやって、日本の社

会を引き起こさないといけん。 それから見たら、

こういうインボイスやなんだは小さな話なんだ

けど、こういう状態じゃなくて、日本に透明性

ができるように、社会が成長するように持って

いかないと、日本の国自体が行かれんごとなる

から、こういうのはちょっと論外よね。 

 もう、選挙が近づくとこういうのが出てね、

自民党から共産党までこういうことを言うけど、

本当に日本の国を思って経済を回すためには、

僕はやっぱりこういうのはちょっといかがかな

と思うね。 

小嶋委員 会派としての態度は、さきほど原田

委員が言ったけど、やっぱりこの制度そのもの

は、消費税が導入されている限りにおいては、

益税を生じさせてはならないと思うんですよね。

今まで免税対象者が２千万円から１千万円に下

がったのは充実、さらに強化しようとすること

だと思うんですよ。税収を確保する観点からす

れば、これもまた負担も公平性にしていく観点

が必要だと思うので、大変厳しい社会状況、経

済状況にあることは理解できるので、その点に

ついてはぜひ、この請願は継続で取り扱ったら

いいんじゃないかなと私は強く思います。 

今吉委員長 では、ほかに委員の方いいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

堤委員外議員 小さいことだとか、中小企業の

労働生産性が低いというのは、これは間違った

論点。（「こりゃあ、継続か」と言う者あり） 

これこれ、聞かんか人の話を。中小企業の生産

性は、日本の場合ＯＥＣＤの中では高い方なん

よ。なぜ低いかというと、（「見解の相違やけ 
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んいいんじゃ」と言う者あり）簡単に言うと下

請単価を叩かれるわけや。だから、そういう点

では、ロケットの技術をつくるぐらいの中小企

業だから、非常に中小企業は技術力もあるし、

そういうところの大変さは、このインボイス制

度にも出てくるわけ。だから、このインボイス

制度、それから、１千万円以下の免税事業者、

こういう方が本当に技術を持って一人親方で頑

張っている。実際に公共事業だって末端の仕事

をされているのはそういう方で、そういう方が

課税事業者に転換しなければいけない又は課税

事業者にならなかったら取引から除外される、

いろんなその問題が出てくる。これはもともと

が消費税の納税義務者は中小業者やからな。今

でも複数税率が実施もされているけれども、ち

ゃんと申告しているわけよ。８％分も１０％分

でもね。申告もそんなに難しい話じゃないわけ

よ。だから、そういう複数税率ができたからし

なければいけないというのは理屈にならない。

帳簿方式は今でもしているんだから。 

 だから、そういう点ではこのインボイス制度

はやっぱり中小零細業者にとってもみれば非常

に大変だという思いから、ここに書いているの

は延期や中止ですから、ぜひ延期に力を入れて

――さっき原田委員が言ったけれども、来年１

０月からいよいよ実施だから、そういう延期を

力点に置いた請願として、ぜひ対応していただ

きたいと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

今吉委員長 それでは、委員の方からさきほど

継続審査の発言が出ましたけど、継続審査につ

いて、どうでしょうか。賛成の方は。 

末宗委員 俺はどっちでもいいと思う。 

原田委員 やっぱり継続は難しいですかね。こ

れは採決すると、なかなか判断しにくいところ

が僕らもまだまだあって。 

吉竹副委員長 この請願の最終の２行の中に、

延期や中止──中止も入っています。その言葉

を加味すれば、当然マルかバツなんですよ、中

止という言葉は。そういうことで判断しなけれ

ばいけないので、ただやみくもに継続審議にす

るべきじゃないと思います。だから、私自身は

これには真反対です。 

原田委員 中止かどうかについては、やっぱり

私たちもそこは今、明確には持ち合わせていな

いんですよ。ただ、これから来年１０月に向け

て、今さっき言ったように国からの支援も行わ

れていくとの話ですから、その支援が効果的に

行われれば、またそれは実施するときにきちん

と効果的にできるんじゃないかと思っていて、

まだ今のこの時点でこの請願を判断するには、

まだまだ様子見が必要じゃないかという意見で

す。 

今吉委員長 インボイス制度は来年１０月から

ですかね、その制度自体もまだよく分からない

ところがあるんですけど、国としてはそういう

消費税のシステムを少し改善しようとする発想

ですから、これは我々はいいことだと思ってい

ます。 

 だから、取りあえず国の方針として、いろい

ろな問題がたくさんあったものを、インボイス

制度によって少し改良することですから、我々

とすると、これはもう国にやってほしいという

思いです。 

吉竹副委員長 採決をお願いします。 

今吉委員長 委員から継続審査の御意見が出ま

したので、まず継続審査の可否についてお諮り

します。 

 本請願は、継続審査とすべきものと決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と言う者あり〕 

今吉委員長 それでは採決を…… 

原田委員 委員長すみません。私たちは退席さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

今吉委員長 今から、継続審査の可否について

採決しますので。（「分かりました」と言う者 

あり） 

 御異議がありますので、挙手により採決しま

す。本請願は、継続審査とすべきものと決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 賛成少数です。よって、本請願は

継続審査としないことと決定しました。 

原田委員 すみません。私たちは退席します。 
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  〔原田委員、小嶋委員退室〕 

 

今吉委員長 それでは、本請願について、採択

すべきものと決することに賛成の方は挙手願い

ます。 

  〔挙手なし〕 

今吉委員長 賛成なしです。よって、本請願は

不採択とすべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 

  〔原田委員、小嶋委員入室〕 

 

今吉委員長 請願１８は不採択と決定したので

お知らせします。 

原田委員 今の請願は県民クラブでもいろいろ

な話が行われていて、本会議でどうするかにつ

いては、別途考えさせていただきます。すみま

せん。 

今吉委員長 以上で付託案件の審査が終わりま

した。 

次に、付託外案件の審査に入ります。議長か

ら回付されている陳情２件について、一括して

執行部の意見を求めます。 

比護行政企画課長 資料の２０ページをお開き

ください。 

 陳情の１件目です。本陳情は、国民の祝日で

ある海の日を７月２０日に固定化する意見書を

内閣総理大臣に提出していただきたいというも

のです。国民の祝日に関することであり、国民

的議論が必要だと考えます。 

 続いて、 資料の２１ページをお開きください。 

 こちらの陳情は、国際状況の激変に対処する

ため、内閣府に対し対外的情報省の設立を求め

る意見書を提出していただきたいというもので

す。これについて特に意見はありません。 

今吉委員長 二つの陳情について、委員の皆様

から意見等はありませんか。 

末宗委員 僕はよう分からん。海の日は今休み

かな、休みじゃねえかな。（「休みです。３連 

休で、今年は１８日です」と言う者あり） 

比護行政企画課長 すみません、説明不足で大

変失礼しました。海の日は、海の恩恵に感謝す

るとともに、海洋国日本の反映を願う趣旨で平

成７年に制定され、平成８年７月２０日から祝

日として施行されています。平成１５年以降、

ハッピーマンデー化により７月の第３月曜日に

なっています。 

 ７月２０日に海の日を固定化することで、海

に関わる産業への国民理解や後継者増加も期待

される。また、全国の公立学校の多くが夏休み

開始日を７月２１日としていることから、夏休

みを絡めた連休効果も大きいという陳情です。 

末宗委員 これは意見で、要するに利益を生ま

ない団体とかの人は、休みができるのには賛成

なんや。それとか観光業とかね。中小企業の経

営者はほとんどが反対なんや。要するに休みが

１日できりゃ、有給で休ませるようなもんだか

らね。そして、僕はさっきも言うたんだけど、

日本が３０年間停滞した原因もこういうのが相

当な理由であるわけじゃ。 

 だから僕の見解としては、こういう固定化を

求める意見書の提出は言いようがないんよ。（ 

「言いよる」と言う者あり）言いよるけど、言

いようがねえんじゃ。賛成とか反対とかそうい

う話じゃないんよ。 

吉竹副委員長 やっぱり日にちが動く、祭日と

決められた日が動くこと自体が、余り望ましく

ない。最近そういうことが多々あるので、逆に

言えば、固定化するのもいいんじゃないかなと

思いますけど。 

小嶋委員 副委員長のお話も分かるんですけど、

そうなれば、いわゆるハッピーマンデーの方式

そのものを全部見直して、体育の日は１０月１

０日とすることに向かっていく議論をする必要

があると私は思います。海の日だけ７月２０日

に固定というのはちょっと。趣旨が分からない

わけではないけれども。 

 また、さきほど説明の中で７月２０日を休み

にすれば、 夏休みが１日早まるとありましたね。

これは、最近の夏休みは１週間早く終わらせる

学校がほとんどになっているので、１日早かろ

うが遅かろうが、それはあんまり関係がないと

思います。 
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 それとあと、やっぱり国会の中でこれを動か

そうとする皆さんと、そうじゃないとする皆さ

んとの話がまとまらずに、衛藤征士郎議員が陳

情を出すという話。これは国会の中でほとんど

意見がまとまっていないので、地方議会から何

か意見を出してくれという話も不合理じゃない

かなと私は思います。やっぱり国が毅然と、祝

日についてはこういう考え方なんだと明確にし

た上で、議論をまた再開することにした方がよ

かろうと私は思います。賛成、反対は言う必要

がないんでしょうけど、そういう思いがあるこ

とを申し上げておきます。 

吉竹副委員長 当然、今の考え方も十分分かり

ます。海の日に関して陳情することで、もう一

回考える、国会議員にしっかり考えさせる、本

当に今までがよかったのか議論をもう一回しっ

かりしてもらえば、私はいいんじゃないかなと

思います。あくまでも陳情ですから。そう思い

ます。 

末宗委員 自民党もよう議論しとけ、これは。 

今吉委員長 ほかに委員の方いいですかね。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、以上で付託外案

件の審査を終わります。 

 次に、 県内所管事務調査のまとめを行います。

執行部の説明を求めます。 

比護行政企画課長 県内所管事務調査について

報告します。 資料２２ページをお開きください。 

 まず、今吉委員長をはじめ委員の皆様には、

振興局をはじめとした総務部の地方機関を調査

いただき誠にありがとうございました。 

 振興局の関係では、各市町村の振興に関する

連携の在り方や補助金、給付金執行の対応など

について御意見をいただきました。 

 県税事務所関係では、徴収猶予の状況や納付

におけるキャッシュレス化の進捗状況の御質問

や法人二税の所管について御意見をいただきま

した。 

 また公文書館では、収蔵する資料の基準につ

いての御質問や職員の勤務態勢について御意見

をいただきました。 

 いただいた御意見については、担当課で検討

し、可能なものについては施策に反映していき

たいと思います。 

今吉委員長  以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から、

質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これで県

内所管事務調査のまとめを終わります。 

 次に、執行部から報告の申出があるのでこれ

を許します。  

 それでは、①から③までの報告について一括

して説明をお願いします。 

比護行政企画課長 資料の２３ページを御覧く

ださい。 指定管理者の更新について説明します。 

 今年度中に更新手続を行う施設については、

施設を所管する部局がそれぞれ関係する委員会

において説明しますが、総務部が指定管理者制

度全般を所管していることから、対象施設の概

要やスケジュール等について説明します。 

 まず、１更新施設についてです。表のとおり

今年度に指定管理者の更新手続を行う施設は５

施設です。 

  次に２選定方法についてですが、（１）のと 

おり、指定管理にあたっては公募を原則としま

すが、大分県立総合文化センターと大分県立美

術館については、大分県芸術文化ゾーン創造委

員会答申において両施設を一括して大分県芸術

文化スポーツ振興財団に管理させることが望ま

しいとされていることを踏まえ、県と十分な連

携が取れている大分県芸術文化スポーツ振興財

団に引き続き任意指定することとしています。 

 また、（２）と（３）に記載がありますが、 

大分県リバーパーク犬飼については隣接する豊

後大野市のオートキャンプサイト等と、大洲総

合運動公園と大分県立フェンシング場について

は隣接する大分市の体育館と、それぞれ一体的

かつ効率的な管理運営を図るため、それぞれ豊

後大野市、大分市と共同で公募することとして
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います。 

 続いて３の指定期間についてですが、指定管

理者制度運用ガイドラインの原則どおり５年間

としています。 

 右側に移って、４指定管理者制度更新手続ス

ケジュールについてです。公募と任意指定はい

ずれの施設も７月上旬から手続を開始し、１０

月下旬までには候補者を決定する予定です。 

 県議会では、令和４年第３回定例会において

債務負担行為予算議案について、令和４年第４

回定例会において指定管理者指定議案について

御審議いただく予定としています。 

小石電子自治体推進室長 資料の２４ページを

御覧ください。公金納付キャッシュレス対応の

拡大について説明します。 

 今年２月に策定した大分県キャッシュレス実

施計画に基づき、順次対応窓口を拡大していま

す。 

 ①の太枠部分を御覧ください。令和４年７月

１４日からの導入箇所として、まずは県庁舎の

本館と新館におけるキャッシュレスに対応した

納付窓口として、県庁舎本館１階に大分県納付

センターを設置します。当初は情報センターと

防災局の行政手続を対象とし、１０月から本館

と新館の全ての手続に拡大します。 

 また、佐伯総合庁舎においても、南部振興局

佐伯納税事務所、佐伯土木事務所において機器

を設置し、キャッシュレス対応を開始します。 

 ８月からは地方機関等８か所においてキャッ

シュレス対応を開始する予定です。 

 今後も試行検証の上で段階的に対応箇所を増

やし、令和６年度までに全ての公金納付窓口で

キャッシュレス対応を完了する予定です。 

 ②を御覧ください。令和３年度にキャッシュ

レスを導入した箇所として、大分工業高校で入

学料のオンライン決済を導入した事例を紹介し

ます。 

 これまで入学料については、入学式当日に保

護者が現金で学校に持参し、これを教職員が受

け取り事務室で集計する作業がありました。今

回、保護者はチラシに掲載されたＱＲコードか

ら申請サイトにアクセスし、クレジットカード

により事前に入学料の支払いをできるようにし

ました。 

 その結果、約７割の方がオンライン決済を利

用され、多くの方から便利だったとの声をいた

だくことともに、現場職員からも大きく作業が

効率化したとの声が寄せられています。 

 引き続き、キャッシュレス対応窓口の拡大を

進め、県民の利便性向上と職員の業務効率化を

進めます。 

渡辺県有財産経営室長 別府総合庁舎建替事業

について報告します。資料の２５ページをお開

き願います。 

 １の事業目的ですが、別府市の九州横断道路

沿いにある別府総合庁舎の老朽化した庁舎の建

替えと集約化を行い、土地の有効活用を図るも

のです。 

 ２の現状と課題ですが、まずは（１）庁舎の

老朽化が顕著なことについてです。別府総合庁

舎には庁舎が４棟あり、内訳は土木事務所が２

棟、保健所が１棟、県税事務所と教育事務所が

入る１棟があります。敷地には倉庫や車庫など

を含めると１８棟の建物が林立しており、その

うち、土木と保健所が入っている庁舎は築４９

年が経過し、これまで大規模改修をしていない

ため老朽化が顕著な状況です。 

 次の（２）県民が利用しづらい構造について

ですが、約５０年前の仕様で階段が急であるこ

とに加え、各庁舎ともエレベーターが設置され

ていません。また、庁舎が点在しているため各

庁舎への移動が分かりにくく、さらに段差があ

りバリアフリーに対応できていません。 

 次の（３）土地の有効活用についてですが、

庁舎や車庫、倉庫が点在しているため動線が複

雑で、 敷地の有効活用ができていない状況です。 

 ３の事業概要についてですが、今回の別府総

合庁舎の建替えでは、敷地内にある１８棟の建

物を集約化して、庁舎１棟と倉庫、車庫を整備

することにしています。建替えにあたっては、

既存の空きスペースを使用することにしており、

既存庁舎を取り壊して建替える場合に比べ、仮

設庁舎の設置を省略できることから、事業期間

の短縮と事業費の削減、職員の負担軽減を図る
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ことができます。 

 建物の集約化に伴い生まれる余剰地について

は、民間事業者への貸付けとし、災害時に周辺

住民の一時避難場所しても活用していきます。 

 整備方式については、官民連携事業として県

が資金を調達するＤＢＯ方式――デザイン、ビ

ルド、オペレートの頭文字を取っていますが、

この方式を採用することにしています。設計、

工事、管理を一括発注することで、施設の建設

と維持管理を見据えた計画となるため、民間事

業者の創意工夫の余地が大きくなりコスト削減

が期待できます。 

 ４のスケジュールについてですが、６月末に

現時点で予定している事業内容やスケジュール

等を記載した実施方針を公表し、９月には事業

者の公募を予定しています。２月には事業者を

決定し、３月に基本協定を締結する予定です。

来年の７月議会において契約締結の議決をお願

いした後に設計等に着手し、令和７年度末まで

には完成予定となっています。 

今吉委員長 ただいまの報告について、委員の

皆様から質疑などはありませんか。 

小嶋委員 何点かあるんですけど、一つは指定

管理の方針です。さきほど、特に総合文化セン

ターとか県立美術館については任意とのことで、

これは私も同意したんですけど、少し客観的に

見てみると、ここの理事長は県から、県の退職

者が長年ずっとそのトップで仕事を皆さんと一

緒にやっていて、さらにまた継続するときに、

５年、５年でずっと県のＯＢがトップを務めて

いる。こうやって任意でとなると、周りの人は

余り知らないかもしれませんけど、さながら県

が運営している形にしているけど、指定管理者

となっていて、ちょっとそういう制度でいいの

かどうか。何年かに１回は、やっぱり理事長に

ついては、その役員会での話合いも要るんでし

ょうけど、民間のノウハウも経営とか運営に役

立たせるための考え方を整理、整備する必要が

あるのではないか。これは一般の県民としての

見方もあるので、それらについてもぜひ今後考

慮していただく必要があるんじゃないかなと。

公募でない、任意で指定することからすると、

今後続けば多少怪しいんじゃないかという話も

出てこないとも限りませんから。そういう意見

があることについて認識いただきたいと思いま

す。今している人たちが悪いということではあ

りません。 

 それから２点目ですが、キャッシュレス対応

の拡大ですけど、これは資料のコード決済の画

像がＰａｙＰａｙ（ペイペイ）しかないんです

けど、ＰａｙＰａｙだけですか。ＰａｙＰａｙ

じゃなくて、ｄ払いが使えるかとかを後で教え

てください。 

 それから３点目ですけど、別府総合庁舎の建

て替えですね。さきほどの説明の中で、整理し

て空いた土地は災害時の避難場所に指定、活用

するとのことで、これは非常にいいことだと私

は思います。それで、民間業者への貸付けはも

ちろん、遊休地もそれでいいと思うんですが、

これから設計をしていく上で、せっかく何階建

てかのビルにするんでしょうけど、広い部屋を

設けて、地域の人に場合によっては町内会の会

合などで貸出しができるようなスペースを確保

したらどうかと思います。そうやって総合庁舎

に何度か会合とかレクリエーションとかで集ま

るからこそ、災害時にはあそこに逃げろとなっ

ていくと思うので、そういうことも検討できな

いのか、以上３点お伺いします。 

比護行政企画課長 御指摘をいただきありがと

うございます。１点目の指定管理の在り方につ

いてですが、委員の御指摘のとおり、やはり民

間の考え方とか手法といったものを導入して、

施設を効率的、効果的に運営するのが指定管理

の趣旨だと思っていて、その観点から県立総合

文化センター、それからＯＰＡＭも続けていま

す。 

 その上で財団の在り方についても、これは県

が業務援助等に関わる団体なので、やはり所管

課で団体自体の運営、組織の運営とかそういっ

たところはしっかり見た上で、他方で県そのも

のが財団という形でやることで効率性、要は両

立を図るという趣旨でやっているものと認識し

ています。 

 御懸念にあった、任意だと怪しいのではとの
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話も理屈としてもちろんあるので、やはり財団

そのものも、今現在は外部の方を招いて経営計

画とかいろんな審議をしながらオープンにやっ

ているつもりだと――私の考えではなく、財団

はそうだと認識しているんですけれども、そう

いったことをやっぱり広く見せることで、信頼

を持ってやっていただくのが恐らく筋だと。我 

々から所管課にもそういった形で御意見をいた

だいたことをしっかりお伝えしたいと思います。 

小石電子自治体推進室長 キャッシュレスのコ

ード決済でお答えします。 

 代表的なＰａｙＰａｙを写真で載せています

が、そのほかのシェアの高い大手６ブランドに

対応する予定です。もちろんｄ払いにも対応し

ます。（「ありがとうございます」と言う者あ

り） 

渡辺県有財産経営室長 別府総合庁舎に関して

質問をいただきました。災害時に活用できるこ

とはよいとおっしゃっていただきありがとうご

ざいます。 

 委員からは、町内会への貸出し等ができない

かと御指摘がありましたけれども、公の施設と

しての位置付けであれば、そういったことは可

能かもしれないんですが、今回プライバシーに

配慮しなければならない保健所だとか、そうい

った行政庁舎が主に入る庁舎になるので、さき

ほど言ったＤＢＯの部分に関しては、県民への

貸出しは考えていません。 

 そして、余剰地についてですが、ここは民間

の提案をいろいろ期待しているところで、多分

あの辺の九州横断道路沿いの市場等を十分勘案

して、民間からこういう施設が望ましいんじゃ

ないかという提案が出てくると思うので、そこ

ら辺はまたしっかり、どういった施設が出るか

期待したいと思っています。 民間に貸し出して、

民間が収益を上げて、県にも貸付料として収入

が入ってくるということです。 

 さきほどの災害時の避難に関しては、こちら

がちょうど火山防災計画、鶴見岳、伽藍岳があ

って、この区域、庁舎があるところは、被害想

定区域から外れているんですけど、近くに結構

被害が及ぶ可能性があるので、そういった場合

に、さきほど言った災害の一時避難場所として

活用ができるように、提案の中にはそういった

こともしっかり伝えていきたいと考えています。 

末宗委員 ちょっと質問じゃないんだけど、指

定管理者の資料を作るときに、金額が一つもな

いんよ、いくらで出しているとか。大体の金額

を書いてくれたら、これはどれだけ重要かなと

か分かるから、そこら辺をちょっと、わざわざ

言わんといけんので、ちょっと面倒しいんや。

ちょっと分かったら教えて。 

 それと、今言った別府総合庁舎で、県の施設

でＤＢＯ方式というのは珍しい、少ないんだろ

うけど、これにいずれの費用も低減されると書

いているんや。そしたら宇佐でね、この方式で

やったらごみ焼却場が二百五、六十億円で、何

か１者入札とかでもめたんだけど。そして、分

離したら、極端に金額が落ちて１００億円浮く

んよ、安くなる。だからＤＢＯが安くなるとい

うのは、あんまり正しくないと思ってね。根本

的に間違っているんじゃないかと思うんや。こ

ういう方式になぜ今度したのかと思ってね。ど

ういう条件で発注するのか知らんけどね。これ

の意味が分からんのじゃ。 

 普通は、設計は設計、建てるのは建てる、維

持は維持でやるんだからね。それをやる意味。

本当に宇佐なんか、２５０億円が中身、第１回

目は３８億円で取ったんや。２回目は今からど

うするか知らんけどね。こういうのを誰も分か

らんような感じでやっていく意味が――まあ俺

もよう分からんのやけど、透明性が極めて少な

いやり方かなという印象を受けるんよ。まあ、

よろしく。 

比護行政企画課長 金額について御指摘をいた

だきました。金額は本来であれば算定と、予算

を立てる中で正確に見えていくものですが、少

なくともこれまでの額がどうとか、そういった

ことは資料に記載するようにします。そちらの

資料については早々にお届けするようにします。 

末宗委員 今言われんのか、ぱっと。 

比護行政企画課長 すみません、ちょっと手元

にないので、戻り次第すぐお持ちします。（「 

大体なめてるからよ」と言う者あり） 
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 現在の基準価格が県立総合文化センターで４

億８，４００万円です。大分県立総合文化セン

ターと大分県立美術館を合わせての基準価格が

それで現在指定管理をお願いしています。 

 リバーパーク犬飼については８８０万円で、

大洲総合運動公園とフェンシング場については

合わせて約７，０９０万円です。大変失礼しま

した。 

渡辺県有財産経営室長 ＤＢＯについて質問を

いただきました。私ども、こういった大きい庁

舎等を建設する場合は、まずは官民連携、ＰＦ

Ｉ事業、そういった導入可能性をしっかり検討

しなさいということで、今回のケースもその段

階で検討しています。昨年度にＰＦＩ、官民連

携の導入可能性調査をしたところ、分離分割発

注方式では概算事業で２８億４千万円、それか

らＰＦＩでやった場合は２８億１千万円、そし

てＤＢＯ方式を採用した場合は２７億７千万円

で、経費についてはＤＢＯが一番安くなるとの

結果が出ているので、こちらの方式を採用して

います。 

末宗委員 県の施設で、例えば美術館でも武道

場でも、県の行政機関はＤＢＯを採用したこと

がないよね。通常しないよね。何でわざわざこ

ういう訳の分からん入札方法を採用するのか、

理屈が全然分からないのよ。本当に１割安くな

るのかどうかね。さっき言ったけど、宇佐市な

んか極端に言うたら何十億円と分離した方が安

いんや。そういう積算が本当におたくが分かる

かね。何を根拠にそういうのを出しているのか

知らんけどね。 

渡辺県有財産経営室長 これは民間参入の可能

性の導入調査で、委託で民間のシンクタンクに

計算していただいたものなんですけれども、そ

れでいきますと、概算はそういうことでした。 

 それで、 委員から指摘のあった美術館等です。

こちらに関しては官民連携していますけれども、

こちらは明らかに違うのが行政庁舎でして、複

合施設であればＰＦＩとかそういった可能性も

十分検討の可能性はあるんですけど、なかなか

さきほど言ったように、民間の自由度が少なく

なってきますので、今回その辺については、民

間資金を導入しないＤＢＯを――公が資金を用

意するＤＢＯが一番ふさわしいと判断したとこ

ろです。 

末宗委員 今まで行政庁舎でそういうのをやっ

たことは全くないよ。今おたくが言うたのは、

行政庁舎がそうするのが正しいというような言

い方をしたんよ。一遍も経験がないよ。それを

わざわざ今回変更した理由は、全く何をやって

いるんか分からないんや。 こそこそ何か隠れて。 

渡辺県有財産経営室長 別に隠れているわけじ

ゃないんですけれども――今まで確かにしたこ

とはないんですけど、今回、余剰地の活用とい

うのがまず一つありますので、（「何や」と言 

う者あり）余剰地が今回生まれてきますので、

資料の（「いや、それは分かるけど、別にもう 

いいわ」と言う者あり）そこに民間の活用をし

っかり入れていきたいということがあって、庁

舎の建築と余剰地の活用、この二つに民間の提

案を入れていきたいところが今回の主なところ

でして、行政庁舎だけであれば、なかなか今ま

でなかったことは事実ですけど、今後は大きな

建物になれば、 そういうことも検討は必ずして、

従来方式と官民連携を入れることと経費等を比

較して、どちらが効果的なのかをしっかりと整

理していきたいと思います。 

末宗委員 余剰地と今言うたけど、そんなのは

理屈になるめえ。余剰地ができたら、今度は勝

手に活用すりゃいい話じゃねえか。そういう話

とは違うじゃろうが。そんな妙なへ理屈を言わ

んで、何でこげな今までしたことがねえような

やり方を採用しようとしているんか、そこがも

うこそこそして見えんのんや。何か疑わしいよ

うなことを始めたんかという感じなんや。 

渡辺県有財産経営室長 確かにＤＢＯは初めて

です。県としては資料にあるとおり、まだなか

なか官民連携事業をやったことがなくて、アイ

ネスと長浜宿舎の２か所だけですが、全国的に

はＤＢＯを採用しているものは多々あります。

その中で、今回もＰＦＩはどうなのかと官民連

携を検討した結果、さきほど申したように、Ｄ

ＢＯが最も経費的には優れているとの結論が出

たので、それを採用したということです。（「 
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ちょっと頭を冷やしたほうがいいようなので、

いいですか」と言う者あり） 

今吉委員長 小嶋委員どうぞ。 

小嶋委員 用地の活用も含めて提案をしてもら

おうと、ＤＢＯに方向性を出したのは理解でき

る、しかも、それをここに書いてあるとおり、

維持管理も含めてやることになるわけですよね。

だから、これまでとは違った形での建設に係る

事業となるのでＤＢＯにしたことは、私自身は

理解できます。 

 それで一つ、維持管理をすることになると、

もうそこの建設した事業者が維持管理をする会

社を立ち上げて、そしてずっと、ある意味未来

永劫とか、あるいは５０年を一つの節目にとか

で維持管理をするのかどうか。その辺、ここに

は所有権は県に帰属と書いてある、これを見る

と維持管理――ビルの管理とか余剰地の管理、

余剰地に体育館か何かを建設するとすれば、そ

の管理も新しい会社が、建設した会社が維持管

理をすることになると思うんですけど、その辺

はいかがでしょうか。 

渡辺県有財産経営室長 説明不足で申し訳あり

ません。オペレートの部分、維持管理に関して

は１５年で考えています。１５年で一応終了で

す。 

 それから、余剰地については最大２０年間と

いう形で提案をいただくので、その中でやって

いきます。 

 それで、オペレート、維持管理に関しては、

確かに建設会社と設計、それから維持補修、メ

ンテナンスをする会社と、３者が組んだ形で提

案をしてくることになります。よくあるのがＳ

ＰＣといって、特別にその目的で作られた法人

を活用して、そこが管理をしていく形にもでき

ると思うので、そこを中心に考えます。ただ、

やはりある程度最初の段階で建設会社とメンテ

ナンスを行う会社とがタッグを組んで提案をし

てくる形になると思います。そのときに建物を

どういう構造にすれば維持管理しやすいかなど

も提案の中に入ってくると思うので、そういっ

た意味でも今回官民連携をして効果的な維持管

理ができると考えています。 

小嶋委員 余剰地２０年と維持管理の１５年が

合わんのはどうして。 

渡辺県有財産経営室長 余剰地に関しては、別

途定期借地権で貸し出すので、そこはまた別に

切り離した形でやっていきます。今回、庁舎の

方は１５年で行っていく、このスケジュールに

ある維持管理の１５年で進めていきます。 

戸高委員 ちょっとすみません、今ので分から

なかったので教えてください。余剰地は災害時

の避難所としての活用や、と最初に言ったんで

すけど、今の話では箱物を造ることもあるとい

うことですか。 

渡辺県有財産経営室長 当然、箱物を作る可能

性は十分あります。店舗が入るテナントができ

る可能性もありますが、それはさきほど申し上

げた民間市場調査の中で、こういった施設がい

いんじゃないかという考えで建てられると思い

ます。また、避難所ではなくて一時避難場所、

逃げるためのもので、避難所ではありません。 

戸高委員 そうすると、 例えば建物を建てた後、

この余剰地を２０年運営したとして、２０年後

の建物はどうなるんですかね。所有権は、それ

を採択した県の所有になるのかもしれませんけ

ど、すみません、その辺が分からない。（「分 

らんなあ」と言う者あり） 

渡辺県有財産経営室長 ちょっと分かりづらか

ったので申し訳ありません。ＤＢＯで造るのは

庁舎で、余剰地は定期借地権で行いますので、

戸高委員お尋ねの２０年後は基本的には更地に

戻していただいて、県に返還となります。建物

は民間の所有になります。 

原田委員 私もちょっと戸高委員と同じことを

聞きたかったんですけど、民間業者への貸付け

と災害時の避難場所は両立しないですよね。一

時避難も含めて。例えば、民間でホームセンタ

ーが入ったときに、そこに避難というのはあり

得ないじゃないですか。 

渡辺県有財産経営室長 そういうことも周知し

ていくことが可能ではないかと考えています。

民間に県有地を貸し出すわけですから、そうい

ったこともせっかくなので貸出しの条件という

か、そういったことを視野に入れてやっていた
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だきたいと。あくまで避難場所であって避難所

とは違うので、ずっとそこに滞在するわけでは

ありません。 

原田委員 よく分かんないんですけど、やっぱ

り難しい条件をつけると民間は借りないのでは

ないかと思います。貸すなら貸す。借り手がな

かったら、そこを空き地にして避難場所にする

しかないんじゃないかなと私は個人的には思っ

たんですけど。 いろいろと楽しみにしています。 

今吉委員長 では、答弁はいいですか。（「は

い」と言う者あり） 

 では、ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長  ほかに御質疑もないので、これで

諸般の報告を終わります。 

 この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないので、これをもって総務

部関係の審査を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様は、この後協議を行いますので、

このままお待ちください。 

 

  〔総務部、委員外議員退室〕 

 

今吉委員長 それでは協議事項に入ります。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。 

  お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中継続調査を行いたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、所定の手続き

を取ることとします。 

 次に、県外所管事務調査についてです。 

 ４月の初常任委員会の際、県外所管事務調査

については、第２回定例会で改めて協議するこ

ととしていました。 

 去る６月１４日に開催された委員長連絡調整

会議で、各委員長と県外調査に関する意見交換

を行いましたが、全体の意見としては、感染対

策を徹底し受け入れてもらえる調査先があれば、

県外調査を実施してはどうかとのことでした。 

 ただ、コロナも完全に終息していないので、

県外調査にこだわらず定例外の県内調査や参考

人招致、勉強会などによる調査もできます。い

ろんな選択肢がありますので、この際、委員の

皆様の御意見を伺い、協議したいと思います。

（「その前に懇親会をなぜやめたんか、それか

らじゃ」と言う者あり） 

  〔協議〕 

今吉委員長 それでは、今回延期した執行部と

の懇親会について、７月に開催することで事務

局に執行部との調整をお願いします。 

県外調査については、事務局からスケジュー

ルを配付して説明願います。 

    〔事務局スケジュールを配付、説明〕 

今吉委員長 それでは、日程や調査先について

協議します。御意見がありましたらお願いしま

す。（「委員長一任」と言う者あり） 

それでは、そのようにしますので、日程はま

た事務局で各委員に確認してもらい、訪問先は

委員長と事務局で検討してお示しします。 

  この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 特にないので、これをもって本日

の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 
 


